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村

田

修

三

【
要
約
】
　
中
世
の
桝
が
庄
園
制
の
盛
衰
に
応
じ
て
多
様
に
変
化
し
た
こ
と
は
、
宝
月
圭
吾
氏
に
よ
っ
て
詳
し
く
研
究
さ
れ
て
い
る
が
、
戦
国
期
の
在
地
状

況
が
桝
の
変
化
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
か
と
い
う
点
は
、
ま
だ
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
近
江
国
の
事
例
に
よ
る
と
、
一
五
世

紀
の
中
頃
か
ら
庄
園
領
主
の
収
納
桝
に
代
っ
て
、
小
地
域
毎
に
細
分
化
し
た
地
域
桝
が
出
現
し
、
一
六
世
紀
に
入
る
頃
か
ら
、
比
較
的
広
域
に
わ
た
っ
て

使
用
上
の
基
準
性
を
備
え
た
地
域
桝
が
拾
頭
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
桝
は
加
地
子
得
分
を
計
量
す
る
点
と
容
積
が
庄
園
の
桝
よ
り
小
さ
い
点

と
に
共
通
性
を
も
つ
。
地
域
桝
が
庄
園
領
主
権
力
に
保
障
さ
れ
た
桝
を
駆
逐
し
て
地
域
的
な
流
通
性
を
獲
得
す
る
背
景
に
は
、
庄
園
制
の
崩
壊
・
米
の
商

品
化
と
農
村
の
商
業
の
発
達
に
舶
え
て
、
惣
村
を
基
礎
と
す
る
小
領
主
層
の
地
域
的
な
連
合
組
織
が
桝
の
基
準
性
を
保
証
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
令

制
桝
以
来
平
均
的
な
容
積
が
漸
増
し
て
き
た
桝
の
歴
史
の
中
で
、
中
世
末
に
至
り
逆
に
小
さ
な
地
域
桝
が
地
方
畏
村
を
支
配
す
る
一
時
代
を
迎
え
、
や
が

て
丁
寧
権
力
に
よ
っ
て
基
準
桝
と
し
て
は
最
も
大
き
な
京
桝
に
統
一
さ
れ
る
と
い
う
推
移
は
注
目
に
幽
い
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
米
の
取
手
・
買
手
の

領
主
・
京
都
に
対
し
て
米
の
納
め
手
・
売
手
の
惣
村
・
地
方
が
独
自
の
政
治
的
・
経
済
的
秩
序
を
築
く
可
能
性
を
み
せ
た
戦
国
期
の
特
質
と
深
く
関
連
す

る
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
五
巻
一
号
　
一
九
七
二
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

中
世
の
枡
は
時
代
・
地
域
・
使
用
者
に
よ
っ
て
そ
の
量
目
が
多
様
で
あ
り
、
統
一
的
な
基
準
の
存
在
し
な
か
っ
た
点
に
大
き
な
特
色
が
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
す
で
に
宝
月
圭
吾
氏
が
大
著
『
中
世
量
制
史
の
研
究
』
で
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
日
の
中
世
史
学
界
で
達

し
た
量
欄
史
上
の
知
見
の
殆
ど
は
氏
の
研
究
に
負
っ
て
お
り
、
こ
の
書
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
状
況
で
あ
る
。
宝
月
氏
に
よ
っ
て
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中
世
の
枡
を
簡
単
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
鎌
倉
末
ま
で
は
、
令
制
枡
の
遺
制
と
し
て
、
国
書
に
分
化
し
て
売
買
の
直
米
の
計
量
に
用
い
ら
れ
た
国
衙
枡
（
国
斗
・
国
本
斗
・
本
斗
）
と
、

延
久
の
荘
園
整
理
令
の
際
に
令
制
枡
の
再
興
と
し
て
つ
く
ら
れ
役
夫
工
米
の
計
量
を
通
し
て
あ
る
程
度
全
国
的
に
使
用
せ
ら
れ
た
宣
旨
斗
と
が

あ
っ
た
。
し
か
し
中
世
社
会
を
規
定
す
る
庄
園
制
に
本
来
照
応
し
た
枡
は
、
庄
園
単
位
に
年
貢
米
の
収
納
に
用
い
る
庄
戸
、
諸
庄
園
よ
り
の
年

貢
米
を
庄
園
領
主
の
も
と
で
一
括
計
量
し
な
お
す
た
め
の
領
主
斗
、
領
主
米
の
支
払
い
・
配
分
に
用
い
る
下
行
斗
の
三
種
で
あ
る
。
南
北
朝
内

乱
後
庄
園
制
の
崩
壊
に
と
も
な
い
枡
も
細
分
化
・
私
讐
化
を
激
し
く
し
た
。
領
家
職
・
地
頭
職
・
名
主
職
な
ど
の
職
に
も
と
つ
く
降
臨
（
と
く

に
加
地
子
を
収
納
す
る
名
主
職
桝
が
特
徴
的
）
、
庄
園
の
境
域
に
と
ら
わ
れ
な
い
地
域
単
位
に
用
い
ら
れ
る
小
地
域
枡
（
そ
の
地
域
は
時
代
の
降
る
ほ
ど

細
分
化
す
る
）
、
特
定
個
人
の
み
が
使
用
す
る
個
人
枡
、
な
ど
が
室
町
時
代
に
発
達
し
た
。
こ
の
よ
う
に
変
質
し
た
中
世
量
制
は
、
戦
国
大
名
等

が
公
定
枡
的
権
威
を
付
与
せ
ん
と
し
た
判
枡
、
商
品
経
済
・
市
場
の
発
達
に
よ
っ
て
使
用
範
囲
を
拡
大
す
る
商
業
枡
、
斗
・
升
の
単
位
間
の
不

規
則
な
累
進
関
係
を
是
正
し
て
十
進
法
に
統
一
す
る
機
能
を
も
っ
た
十
合
枡
な
ど
を
媒
介
に
し
て
整
理
・
統
一
の
条
件
を
得
、
京
都
の
商
業

枡
・
十
合
枡
と
し
て
発
達
し
た
京
枡
を
織
豊
政
権
が
全
国
統
一
の
公
定
枡
と
し
て
採
用
し
た
こ
と
（
最
終
的
に
は
寛
文
年
間
の
新
京
桝
統
【
）
に
よ

っ
て
近
世
且
里
制
刑
へ
転
糎
ハ
し
た
。

　
枡
の
容
積
に
つ
い
て
は
、
不
明
な
部
分
が
多
い
の
で
氏
は
積
極
的
に
立
論
し
て
お
ら
れ
な
い
が
、
大
ま
か
な
傾
向
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
令

制
枡
（
大
甘
）
は
現
枡
換
鐸
約
四
合
で
あ
る
が
、
宣
旨
斗
は
約
六
合
二
勺
七
才
、
庄
斗
は
東
寺
領
の
場
合
六
合
か
ら
一
升
六
合
の
偏
差
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
①

が
八
合
前
後
が
多
く
領
主
斗
・
下
行
斗
は
そ
の
機
能
に
応
じ
て
順
に
小
さ
い
。
商
業
枡
は
庄
斗
よ
り
小
さ
い
が
そ
の
発
達
の
過
程
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
奈
良
の
十
合
枡
は
八
合
三
勺
前
後
に
、
さ
ら
に
発
達
し
た
京
都
の
十
合
枡
は
一
升
よ
り
や
や
小
さ
く
、
京
枡
と
し
て
採
用
さ
れ
た
最
初

の
も
の
は
九
合
六
勺
四
才
に
達
し
、
寛
永
の
新
京
枡
で
現
一
升
と
同
意
に
な
っ
た
。
私
な
り
に
こ
れ
を
流
行
値
的
な
見
方
で
整
理
す
る
と
約
四

合
の
令
制
枡
か
ら
漸
増
し
て
約
一
升
の
京
枡
に
至
る
の
が
申
世
の
枡
の
容
積
の
変
化
の
歴
史
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
宝
月
氏
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
旙
大
な
研
究
は
、
中
世
の
枡
を
、
古
代
量
制
・
中
世
量
制
・
近
世
量
制
の
大
き
な
推
移
の
中
に
位
置
づ
け
、
し
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か
も
そ
れ
を
古
代
律
令
制
・
中
世
庄
園
制
・
近
世
幕
書
意
と
い
う
社
会
発
展
の
歴
史
の
基
礎
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
把
握
し
た
も
の
で
あ

り
、
且
つ
は
逆
に
支
配
体
制
の
推
移
を
枡
の
変
化
と
い
う
実
証
面
か
ら
洞
察
し
た
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
制
度
的
な
量
制
史
に
止
ま
ら
な
い
貴

重
な
素
材
と
視
野
を
中
世
史
研
究
に
与
え
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
現
在
宝
月
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
も
ま
だ
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な

い
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
中
世
末
期
、
庄
園
制
下
の
諸
姉
が
く
ず
れ
、
や
が
て
京
枡
に
統
一
さ
れ
る
ま
で
の
地
方

農
村
の
枡
の
実
態
に
つ
い
て
で
あ
る
。
宝
月
氏
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
は
面
罵
・
小
地
域
枡
・
個
人
枡
等
の
新
し
い
型
の
枡
の
出
現
を
素
材
に
、
中

世
の
枡
が
ま
す
ま
す
私
的
に
細
分
化
さ
れ
る
方
向
で
追
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
枡
の
混
乱
状
態
を
止
揚
す
べ
く
登
場
す
る
判
枡
・

商
業
枡
・
十
合
枡
等
は
京
枡
に
一
元
化
さ
れ
た
近
世
炭
量
舗
の
形
成
過
程
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
い
い
か
え
る
と
、
中
世
量
欄
史
は

私
心
化
・
細
分
化
の
進
展
と
い
う
方
向
で
え
が
か
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
基
準
化
・
広
域
化
の
動
き
は
近
世
の
京
枡
に
必
然
化
さ
れ
て
い
る
。
結

果
的
に
は
た
し
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
戦
国
期
に
お
け
る
枡
は
庄
園
制
的
な
中
世
量
制
の
崩
壊
か
さ
も
な
く
ば
京
枡
へ
収
面
す
る
近
世
量

制
の
繭
芽
か
、
と
い
う
二
側
面
だ
け
で
は
と
ら
え
が
た
い
独
自
性
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
側
面
を
追
求
す
る
手
が
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

り
と
し
て
本
稿
で
は
「
地
域
枡
」
と
い
う
分
類
を
立
て
て
み
た
。
宝
月
氏
が
枡
を
社
会
体
制
と
照
応
す
る
一
つ
の
経
済
的
指
標
と
し
て
追
求
さ

れ
た
方
法
に
学
ん
で
、
戦
国
期
に
特
有
な
枡
の
あ
り
方
と
戦
国
期
の
社
会
体
制
の
特
質
と
の
関
連
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
思
う
か
ら
で
あ

る
。
以
下
、
近
江
の
国
に
素
材
を
選
ん
で
「
地
域
枡
」
の
実
態
を
追
求
す
る
こ
と
と
す
る
。

①
あ
ま
り
に
も
偏
差
が
大
き
く
、
ま
た
あ
げ
ら
れ
た
拳
例
が
統
計
的
処
理
を
予
想

　
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
平
均
値
を
と
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
　
一
応
流
行
値

　
（
モ
ー
ド
）
に
似
た
考
え
で
主
要
な
数
値
を
推
量
す
る
と
、
八
合
前
後
と
し
て
大

　
過
な
い
よ
う
で
あ
る
。

②
　
つ
い
で
な
が
ら
、
宝
月
氏
の
た
て
ら
れ
た
「
領
主
斗
」
と
い
う
分
類
は
、
庄

　
園
領
主
権
力
に
よ
っ
て
制
定
せ
ら
れ
た
三
枡
に
対
す
る
「
地
域
祇
」
と
い
う
本
論

の
構
図
に
と
っ
て
若
干
具
合
が
悪
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
宝
月
氏
の
「
領
主
斗
」

は
領
主
の
研
の
中
で
特
に
領
主
の
家
政
内
で
（
寺
内
で
）
用
い
る
枡
の
こ
と
で
あ

り
、
こ
れ
を
も
っ
て
領
主
の
枡
全
体
を
代
表
す
る
か
の
如
き
語
感
を
与
え
る
「
領

主
斗
」
の
語
を
充
て
る
の
は
、
私
の
立
論
か
ら
す
れ
ば
都
合
が
悪
い
の
で
あ
る
。

領
主
が
寺
で
あ
れ
ば
「
寺
内
斗
」
で
よ
い
が
、
領
主
一
般
に
つ
い
て
い
う
場
合
は

「
領
主
算
用
枡
」
と
で
も
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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二
地
域
枡
の
成
立
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ま
ず
、
私
な
り
に
戦
国
期
初
頭
の
史
料
に
よ
っ
て
、
枡
の
基
準
性
と
は
何
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
蔵

　
奉
寄
進
光
明
講
田
事
　
　
　
　
　
　
　
願
主
　
済
　
　
圓

　
　
　
　
　
合

細
江
内

　
納
升
定

　
　
五
　
　
斗

　
　
十
二
合

細
江
内

　
納
升
定

　
　
二
斗
二
升

　
　
十
二
倉

　
金
巻

　
　
七
斗
七
升

　
　
十
合

　
納
升

　
　
五
　
　
斗

　
　
十
二
合

以
上
一
石
九
斗
九
升

延
定
二
石
七
斗
八
升

寺
斗延

定
七
斗
五
升

寺
斗延

定
三
斗
三
升

．
嬢
九
斗
五
升

寺
斗延

七
斗
五
升

（
別
筆
）

細
江道

　
　
圓

弥彦道同

　キ

圓介

七
郎
庄
司

「
此
田
数
ハ
弐
段
弐
畝
分
ニ
テ
候
」

と
い
う
初
歩
的
な
中
里
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
れ
は
文
明
元
年
の
記
事
を
含
む
「
神
照
寺
旧
記
」
断
簡
の
一
部
で
あ
る
が
、
引
用
部
分
は
脱
字
・
遺
漏
等
は
な
い
と
み
て
よ
い
。
坂
田
郡
の

北
西
部
、
細
江
郷
の
光
明
片
袖
の
年
貢
の
算
用
状
の
写
で
、
　
「
納
升
」
・
「
金
巻
」
枡
で
収
納
し
た
米
を
「
寺
詣
」
に
換
算
す
る
と
五
〇
パ
ー
セ

ン
ト
の
「
延
」
が
出
て
七
斗
五
升
に
な
る
か
ら
、
「
面
面
」
と
「
納
升
」
の
容
積
比
は
一
芦
6
と
な
る
。
同
様
に
「
寺
斗
」
と
「
金
巻
」
の
容

積
比
は
『
H
・
N
O
。
①
①
と
な
る
。
故
に
「
金
巻
」
と
「
納
升
」
の
比
は
ド
昌
齢
①
①
⑰
で
あ
る
。
こ
れ
は
ド
”
目
b
に
近
い
。
　
こ
の
こ
と
か
ら
「
十
二

合
」
・
「
十
合
」
と
い
う
小
書
は
そ
れ
ぞ
れ
「
撃
墜
」
・
「
金
巻
」
の
容
積
を
あ
る
数
値
を
基
準
に
し
て
表
現
し
た
記
載
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
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か
る
。
そ
ん
な
ま
わ
り
く
ど
い
言
い
方
を
せ
ず
と
も
「
金
巻
」
が
「
十
合
」
枡
な
の
だ
と
断
定
し
て
も
よ
さ
そ
う
だ
が
、
「
金
巻
」
・
「
納
升
」

と
も
に
「
□
□
合
升
」
と
い
う
よ
う
に
容
積
名
称
に
か
た
ま
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
点
、
つ
ま
り
容
積
枡
に
は
ま
だ
な
っ
て
い
な
い
点
を
重

視
し
て
お
き
た
い
。
当
時
江
北
の
地
域
で
十
合
－
一
升
の
容
積
基
準
と
な
る
枡
が
知
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
計
量
す
る
と
「
納
品
」
は

十
二
合
に
、
　
「
金
巻
」
は
十
合
に
相
当
す
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
記
載
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
に
「
寺
斗
」
を
こ
の
基
準
で
計
る
と
七
合

七
勺
七
才
七
分
、
約
八
合
の
枡
と
な
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
こ
の
場
合
の
枡
の
基
準
性
と
は
、
容
積
換
算
上
の
基
準
と
使
用
上
の
基
準
と
の
二
つ
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
多
様
な
枡
相

互
間
の
容
積
比
を
定
め
る
尺
度
と
し
て
の
或
る
種
の
枡
が
意
識
さ
れ
る
際
、
こ
の
枡
は
い
わ
ば
尺
度
枡
と
し
て
の
基
準
枡
に
な
る
。
本
例
の
場

合
の
十
合
－
一
升
の
尺
度
枡
は
お
そ
ら
く
京
都
の
十
合
枡
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
た
し
か
め
る
術
も
、
又
そ
れ
が
京
枡
段
階
の
十
合
枡
（
宝
月

氏
の
論
証
さ
れ
た
現
一
升
よ
り
や
や
小
さ
い
と
い
う
容
積
）
と
ど
の
よ
う
な
容
積
比
で
あ
っ
た
か
を
検
証
す
る
術
も
目
下
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

こ
の
十
合
枡
の
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
十
合
枡
が
直
ち
に
こ
の
地
の
基
準
枡
に
な
ら
ず
、
使
用
者
と
そ
の
用
途
に
よ
っ
て
限
定

さ
れ
た
他
の
基
準
が
併
存
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
で
は
「
寺
男
」
が
神
照
寺
の
寺
内
算
用
と
い
う
用
途
に
お
い
て
基
準
枡
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
「
寺
斗
」
は
（
領
家
）
算
用
枡
、
宝
月
氏
の
い
わ
れ
る
「
領
主
斗
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
限
り
で
は
こ
と
新
し
い
事
例
で
は
な

い
が
、
あ
き
ら
か
に
尺
度
と
し
て
の
基
準
枡
が
他
に
存
在
し
て
い
て
も
、
用
途
・
使
用
者
・
地
域
に
よ
っ
て
独
自
の
基
準
の
枡
が
用
い
ら
れ
た

し
、
む
し
ろ
後
者
の
側
面
の
方
が
強
く
規
定
し
た
の
が
戦
国
期
に
至
る
も
変
ら
な
か
っ
た
中
世
量
欄
史
の
特
色
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、

尺
度
基
準
性
よ
り
も
使
用
基
準
性
の
方
が
よ
り
規
定
的
で
あ
っ
た
。
京
都
の
市
場
の
影
響
な
ど
で
尺
度
基
準
性
が
あ
る
程
度
存
在
し
て
い
て
も
、

地
域
の
独
自
性
に
応
じ
た
使
用
基
準
性
の
方
が
優
越
す
る
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
、
本
論
で
扱
お
う
と
す
る
地
域
枡
な
る
も
の
が
強
い
流
通
性

を
も
っ
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
地
域
枡
の
地
域
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
広
域
的
に
用
い
ら
れ
た
領
主
枡
の
一
円
性
が
崩
れ

て
枡
が
小
地
域
へ
細
分
化
す
る
と
い
う
場
舎
の
も
の
が
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
部
分
的
に
用
い
ら
れ
た
枡
が
地
域
的
一
円
性
を
獲
得
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し
て
広
域
的
な
基
準
枡
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
宝
月
氏
の
あ
げ
ら
れ
た
「
小
地
域
耕
」
は
前
者
に
相
当
す
る
。
こ
れ
は
庄
園
領
主
権
の
縮
少
と

い
う
事
態
に
応
じ
て
庄
斗
等
の
領
主
枡
が
流
通
範
囲
を
縮
通
す
る
場
合
が
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
在
地
の
条
件
に
応
じ
て
多
様
な
成
立
の

仕
方
が
あ
る
。
領
主
枡
の
崩
壊
と
い
う
点
に
共
通
性
が
あ
る
だ
け
で
、
枡
の
基
準
性
と
い
う
面
で
は
積
極
的
な
内
容
を
も
た
ず
消
極
的
な
規
定

性
し
か
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
こ
れ
を
第
一
次
的
な
地
域
枡
と
し
て
お
こ
う
。
後
者
の
地
域
枡
は
、
前
者
の
第
一
次
的
な
地
域
枡
に
よ
っ
て

領
主
枡
が
崩
れ
て
い
っ
た
後
の
段
階
で
、
一
定
地
域
に
積
極
的
な
基
準
性
を
う
ち
立
て
て
い
く
枡
で
あ
り
、
前
者
に
対
し
て
第
二
次
的
な
本
格

的
な
地
域
枡
で
あ
る
。
本
論
で
と
く
に
追
求
し
よ
う
と
す
る
の
は
後
者
で
あ
る
。

　
第
一
次
的
な
地
域
枡
の
一
例
は
観
音
寺
領
坂
田
郡
大
原
庄
内
夫
馬
郷
に
登
場
す
る
駅
馬
升
で
あ
る
。
ま
ず
前
段
階
の
状
態
は
ど
う
で
あ
っ
た

か
。　

二
石
七
斗
五
升
　
　
　
高
幡
浄
済
　
　
　
　
　
墜
反
小
分

　
　
一
石
　
　
　
　
　
　
　
同
　
弥
亘
太
夫
　
　
　
一
反

　
二
石
　
　
　
　
　
　
　
同
　
常
　
教
　
　
　
　
二
反
分

　
　
一
石
　
　
　
　
　
　
　
岡
　
介
太
郎
　
　
　
　
一
反
分

　
　
い
上
六
石
七
斗
五
升
太
郎
丸
升
定
皆
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
斗
ノ
フ
ル

　
　
七
石
四
斗
四
升
一
合
　
　
　
　
納
定
此
内

　
　
　
二
石
聖
ノ
時
新
下
有
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
石
四
斗
四
升
有

　
　
　
　
（
四
）

　
　
丞
土
年
＋
一
月
＋
四
日
　
　
　
②

こ
れ
は
応
永
三
〇
年
（
一
四
二
三
）
か
ら
の
記
事
を
記
録
し
た
「
観
音
寺
法
輪
院
仏
田
翠
帳
」
の
末
尾
の
部
分
で
あ
る
。
太
郎
丸
環
で
収
納
さ
れ

た
米
六
石
七
斗
五
升
を
寺
升
で
計
量
し
な
お
す
と
七
石
四
斗
四
升
一
合
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
寺
升
一
升
は
太
郎
丸
升
の
九
合
七
才
に
相
当
す
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表1　坂田郡観音寺文書枡記載売券

圃心肝 柵記載 在 所 売買対象 計：量対象
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文釜琶2（1502）12，11

永正3（1506）5，13
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12．13
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6．　26

9．23

4．　3

本斗

石田斗

太郎丸

太郎丸

太郎丸升
太郎：丸升

太郎丸升

太郎丸

太郎丸升

太郎丸升

雪年升

太郎丸升

太郎：斗升

石田ノ庄之斗

庄川

内町升

戯書

経田升

庄之斗

赤斗

下村斗

夫馬升

夫馬升

八合升

石悪目

北殿納升

画期井田（の

公方之トノコ

専升

大原一

夫馬ノ口

座斗

八合

下村ノ斗

下村ノ斗

八合

七合升

八合

斗子

夫馬ノ斗

夫馬斗子

弔

石田升

夫馬升

光臨名

山室保

夫馬郷

夫馬郷

夫晶晶

大原庄内夫馬郷

大原郡内落馬郷

（夫馬脳）

大原庄内夫馬郷

大原庄内踊扇兵衛名

大原庄内夫馬郷

大原庄内夫馬郷

山室保

大原庄夫馬郷

福能部庄
（福能部庄）

大原高踏

福能部庄

鳥羽上庄内常喜本庄

福能部庄
（夫山郷）

（夫馬郷）

七条庄（豊能部庄）

大原庄内観音寺前

山室生

大原庄内夫馬郷

夫睡郷

大原庄内観音寺前
八条（福能部庄）

夫馬郷

野一色
七条庄（福能部庄）

福能部之庄

福能部之庄
（福能部門）

七条之郷（福能部庄）

山室四

大原庄夫馬郷

大原庄内夫馬郷

大原庄内夫山郷

大原庄小田郷

山室保

大原庄寺前

畠

田大

Hl反

公田2畝
田1反
田1反
畠2畝

田畠7筆

田1反3畝
田大

畠1反

畠

田2反7畝
田1反，畠2畝

畠2畝
田2反
田2畝

田1反

田1反

田1反

1反小

田1反

田半

田1反
田大

田1反
田（面積不明）

田1反
田1反
田1反
田9畝
照小

田1反

田1反小

田大

屋敷1山
田大

田1反小

田1反

所当2斗
能米エ0石

至当1斗，加地子得分
1石
出挙人5試

補米1石
公方8斗，加地子7斗
年貢1石5斗
公方6斗，得分1石
公方（8斗～1石、，加地
子（3斗～1石）

加地子9斗
公方2斗，得分6斗
公方1斗5升，加地子
1斗2升
加地子8斗
年貢3石3斗
公方6斗，加地子1石
加地子2斗6升
分米2斗6升
分米2石
帯分3斗

定徳分1斗6升

得分1斗
公寮米2石
徳分定米4斗，公方5斗

徳分1石
徳分2年
徳分2石□斗
公方年貢5斗，内徳分
6斗2升
公方4斗，徳分6斗
徳分1石8斗
立米

定徳分8斗，公寮米7斗
（5斗）

徳分1石
徳分1石
上分雫石

徳分4斗2升
徳分4斗
徳分（定米）1石1斗

公方1石3斗3一升3合
3才公事米2斗，徳分
1石3斗
公方4斗6升6合6勺
徳分4品
定徳分3斗
徳分5斗
徳分1石
公方8斗，徳分5斗、
公事米1斗5升
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る
。
こ
の
箇
所
以
外
に
も
計
帳
で
楽
聖
の
換
算
を
行
な
っ
た
記
事
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
寺
升
一
升
が
太
郎
丸
升
の
○
、
九
〇
八
　
○
、
九
四
六

〇
、
九
七
八
五
と
異
同
が
あ
る
が
、
記
載
の
確
実
性
か
ら
み
て
九
合
が
基
準
の
換
算
率
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
寺
升
に
換
算
し
て
か
ら
聖
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

時
（
斎
）
料
に
支
嵐
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
太
郎
丸
升
が
庄
園
収
納
枡
、
寺
升
が
下
行
枡
を
か
ね
た
領
家
算
用
耕
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
太
郎

丸
升
が
使
用
さ
れ
た
範
囲
は
本
帳
記
載
で
は
地
名
が
高
幡
し
か
出
て
こ
な
い
が
、
康
正
二
年
（
一
四
五
六
）
の
「
観
音
寺
仏
用
目
安
」
で
は
夫
馬

郷
・
相
撲
庭
の
分
米
が
や
は
り
太
郎
丸
升
で
納
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
大
原
庄
一
帯
に
収
納
升
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
一
五
世
紀
の
半
ば
を
す
ぎ
る
と
枡
の
あ
り
方
が
一
変
す
る
。
第
一
表
は
観
音
寺
文
書
（
『
改
訂
国
坂
田
郡
志
野
第
六
巻
所
収
）
の
売
券
類
に

あ
ら
わ
れ
る
枡
の
名
を
す
べ
て
年
代
順
に
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
大
原
心
夫
馬
郷
の
場
合
、
長
禄
三
年
（
一
四
五
九
）
ま
で
太
郎
丸
升
の
み
が
用

い
ら
れ
て
い
た
が
、
長
禄
四
年
忌
夫
馬
升
が
は
じ
め
て
姿
を
あ
ら
わ
す
。
太
郎
丸
升
は
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
を
最
後
に
姿
を
消
し
、
明
応
七

年
（
一
四
九
八
）
以
後
は
、
　
「
公
方
ノ
ト
ノ
コ
」
一
例
を
例
外
と
し
て
す
べ
て
夫
馬
車
で
占
め
ら
れ
る
。
故
に
寛
正
六
年
か
ら
明
応
七
年
ま
で
の

間
、
お
そ
ら
く
応
仁
文
明
乱
を
境
に
早
馬
郷
と
い
う
一
事
地
域
で
地
域
枡
が
領
主
枡
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
夫
馬
郷
以
外
で
も

小
地
域
毎
に
非
常
に
雑
多
な
枡
が
横
行
し
て
い
る
状
況
が
わ
か
る
。
か
か
る
枡
の
個
別
分
散
・
混
乱
状
態
の
中
か
ら
特
定
の
枡
が
煙
幕
を
駆
逐

し
て
広
域
的
な
使
用
基
準
性
を
樹
立
し
て
い
く
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
が
第
二
次
的
な
地
域
枡
で
あ
る
。

　
甲
賀
郡
の
現
水
口
町
西
半
部
（
伊
勢
神
宮
領
柏
木
御
厨
）
に
は
戦
国
期
に
土
豪
山
中
氏
が
耳
蝉
し
て
お
り
、
そ
の
山
中
文
書
は
山
中
属
ら
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

数
の
土
豪
に
よ
っ
て
築
い
た
甲
賀
郡
中
惣
の
所
見
史
料
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
石
田
善
人
氏
・
高
木
昭
作
氏
ら
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

こ
の
山
中
文
書
に
は
戦
国
期
に
銭
升
記
載
の
史
料
が
多
い
。
車
首
の
初
見
史
料
は
次
の
玉
田
寺
算
用
状
で
あ
る
。

　
（
端
裏
欝
）

　
㈲
　
　
「
文
明
十
二
年
祭
主
保
算
用
状
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
本
文
潜
袖
裏
二
継
目
花
押
ア
リ

　
　
　
　
玉
田
寺
祭
主
保
年
貢
箪
用
状

　
　
　
庄
斗
分
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二
段
　
　
三
石
六
斗
　
　
口
七
　
舛
二
A
口
　
　
　
　
　
　
屋
敷
分

　
　
一
石
　
　
兵
衛
太
郎
衛
門
一
石
　
　
西
衛
門

　
　
一
石
二
舛
若
兵
衛
　
　
　
　
一
斗
三
升
　
若
太
夫

　
　
一
斗
　
　
治
部
太
郎

　
　
　
　
己
上
六
石
九
斗
二
舛
二
合
　
延
六
斗
九
舛
二
合

　
　
　
井
テ
七
石
六
斗
一
舛
四
合

　
内
斗
分

　
　
一
石
一
二
斗
二
舛
六
合
　
・
甲
嶋
方
　
　
　
一
石
三
斗
二
舛
山
ハ
ム
ロ
　
若
鶏
浴
側

　
　
二
斗
　
　
　
　
　
　
治
部
太
郎
　
二
斗
五
舛
　
　
　
　
大
力
兵
衛
屋
敷

　
　
己
上
三
石
一
斗
二
合
　
延
四
斗
三
舛
四
合

　
　
　
丼
　
三
石
五
斗
三
己
四
合

　
銭
斗
分

　
　
一
石
ご
斗
　
兵
衛
二
郎
　
　
　
一
石
八
斗
　
寺
ヨ
リ

　
　
五
斗
　
　
　
弥
六
方
二
　
　
　
一
石
　
　
　
西
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
寺
ヨ
リ

　
　
　
己
上
四
石
五
斗

　
　
都
合
拾
伍
石
陸
斗
伍
舛

　
公
方
入
分

　
　
五
石
　
柏
木
政
所
分
　
二
石
六
斗
六
舛
四
合
　
酒
人
政
所
分

　
祭
主
保
米

　
　
十
一
二
石
六
斗
四
舛
七
A
口
　
同
延
一
石
九
舛
一
A
口

　
　
　
井
拾
四
石
業
斗
三
舛
八
合
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都
合
廿
二
石
三
斗
四
舛
二
合
　
此
内

　
十
五
石
六
斗
五
舛
　
引
キ

　
残
米
　
六
石
六
斗
九
舛
二
合

又
拾
石
寺
ヨ
リ
被
召
候
、
此
米
ヲ
少
々
延
米
二
引
而

　
文
明
十
二
年
庚
子
十
二
月
　
日

過
上
三
石
三
斗
八
合

鏡
能

庄
斗
と
内
蓋
で
収
納
さ
れ
た
年
貢
は
枡
の
延
が
加
算
さ
れ
て
い
る
が
、
銭
斗
の
方
は
延
を
加
え
ず
そ
の
ま
ま
集
計
に
算
入
さ
れ
て
い
る
。
だ
か

ら
こ
の
算
用
に
お
け
る
基
準
枡
は
銭
斗
で
あ
る
。
巻
斗
で
収
納
さ
れ
た
年
貢
に
対
す
る
延
は
丁
度
一
〇
％
で
あ
る
か
ら
、
庄
斗
は
銭
斗
の
一
升

一
合
、
逆
に
銭
斗
は
庄
斗
の
九
合
九
才
に
あ
た
る
。
同
様
に
内
斗
は
銭
斗
の
約
一
升
一
合
四
勺
に
あ
た
る
。
文
明
十
一
・
十
三
・
十
五
年
に
も

同
様
の
算
用
状
が
あ
る
。
十
一
年
の
も
の
は
銭
斗
の
名
は
出
な
い
が
右
述
よ
り
推
し
て
集
計
用
の
枡
は
単
二
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も

庄
斗
と
銭
斗
の
比
率
は
正
確
に
H
臼
芦
で
あ
る
が
、
内
耳
（
十
三
年
分
に
は
「
重
工
」
と
記
さ
れ
る
）
と
銭
財
の
比
率
は
H
・
お
り
芦
か
ら
同
・
ま
①
芦

ま
で
の
開
き
が
あ
る
。
祭
主
保
米
に
対
す
る
延
は
八
％
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
何
枡
か
ら
詩
篇
へ
の
脇
戸
に
よ
る
も
の
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し

現
実
に
祭
主
保
米
と
し
て
納
め
ら
れ
る
米
は
心
血
で
は
か
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
算
用
の
内
容
は
、
ま
ず
庄
斗
と
内
斗
で
収
納
さ
れ
た
得
分
と
口
器
を
銭
斗
に
換
算
し
、
銭
斗
収
納
分
を
加
え
た
合
計
が
十
五
石
六
斗
五
升
で

あ
る
（
正
確
に
は
一
五
石
六
斗
四
升
八
合
）
。
次
に
「
柏
木
政
所
分
」
・
「
当
人
政
所
分
」
の
二
つ
よ
り
な
る
「
公
方
砂
面
」
が
七
石
六
呂
余
、
　
「
祭

主
保
米
」
が
銭
斗
換
算
で
十
四
二
七
斗
三
升
八
合
、
あ
わ
せ
て
ニ
羽
中
三
斗
四
升
二
合
が
計
上
さ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
前
の
年
貢
収
入
の
十
五
石

弓
斗
五
升
を
引
い
て
聖
血
六
石
六
斗
九
升
二
合
が
出
る
。
こ
れ
と
「
寺
ヨ
リ
被
二
言
」
一
〇
石
と
の
差
額
が
「
甲
張
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

ま
ま
で
は
以
上
の
各
項
目
が
玉
田
寺
の
算
用
に
お
い
て
収
支
の
い
ず
れ
の
側
に
立
て
ら
れ
て
い
る
の
か
わ
か
り
に
く
い
が
、
あ
き
ら
か
に
前
半

の
部
分
は
玉
田
寺
の
収
得
す
る
米
（
お
そ
ら
く
は
加
地
子
得
分
）
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
と
対
立
す
る
「
公
方
子
分
」
・
「
祭
主
五
畜
」
は
玉
田
寺
が
上

納
す
る
も
の
で
支
出
項
目
で
あ
る
。
　
「
公
方
入
分
」
は
公
方
年
貢
の
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
祭
主
保
米
は
後
述
す
る
よ
う
に
伊
勢
神
宮
が
柏
木
御
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厨
内
に
設
置
し
た
祭
主
保
の
上
納
米
の
こ
と
で
あ
る
。
実
態
の
わ
か
ら
な
い
の
は
「
愈
愈
寺
ヨ
リ
被
召
候
」
で
あ
る
が
、
収
支
勘
定
の
上
か
ら

み
れ
ば
、
収
入
項
国
に
入
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
収
入
よ
り
支
出
が
上
廻
る
の
で
決
算
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
特
別
に
補
填
し
た
費
目
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
収
支
決
算
し
た
残
高
が
「
過
上
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
「
過
上
」
の
意
味
は
文
明
十
五
年
分
の
算
用
状
（
断
簡
）
に
よ
っ
て
わ
か
る
。

⑧
　
（
前
欠
）

　
　
　
己
上
拾
五
石
七
三
九
舛
一
合

　
　
請
取
之
米
内
ヲ
公
方
入
二
御
引
候
て
過
上
　
玄
周

　
　
仙
μ
六
石
｛
弐
斗
弐
舛
閃
［
A
伺
ハ
餓
挙
返
弁
　
　
　
　
用
待
者

　
　
文
明
十
五
年
分
　
玉
田
寺
入
分

　
　
　
庄
斗

　
　
一
二
段
　
　
三
石
六
斗
　
　
口
七
舛
ご
合
　
　
　
伽
御
屋
敷
分

　
　
　
　
　
（
以
下
略
）

「
文
明
十
五
年
分
」
以
下
が
こ
の
年
の
算
用
状
本
文
で
あ
り
、
以
前
の
記
載
は
文
明
十
四
年
分
の
算
用
状
の
末
尾
と
み
て
よ
い
。
そ
の
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

次
に
引
用
す
る
、
文
明
十
一
年
か
ら
十
六
年
ま
で
の
帳
尻
だ
け
を
摘
記
し
た
「
玉
田
寺
祭
主
保
年
貢
算
用
状
」
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
た

し
か
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○
本
文
鷲
肖
袖
裏
二
継
思
花
押
「
ア
リ

　
⑥
　
文
明
十
一
年
地
蔵
か
本
米

　
　
　
二
拾
石
六
斗
五
舛
六
合
　
同
銭
分
拾
石
三
斗
二
舛
八
合

　
　
　
　
井
而
　
三
拾
石
九
斗
入
舛
四
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
内
九
斗
一
舛
　
算
用
状
過
上
ヲ
引

　
　
子
年
本
米
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参
拾
石
七
舛
四
合
　
　
同
銭
分
十
五
石
三
舛
七
合

　
　
　
　
丼
而
　
四
拾
五
石
一
斗
｛
舛
一
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
内
三
石
三
斗
八
合
算
用
之
状
過
上
引

　
　
丑
年
本
米

　
　
四
拾
壱
石
八
斗
三
合
　
同
銭
分
廿
石
九
斗
一
合

　
　
　
　
井
而
…
　
六
十
ご
石
七
斗
四
A
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
内
六
石
五
斗
六
舛
七
A
口
　
管
罪
用
状
過
上
引

　
　
寅
年
本
米

　
　
伍
拾
六
石
壱
斗
三
舛
七
合
　
同
銭
分
昔
八
石
六
舛
八
合

　
　
　
　
井
而
　
捌
拾
四
石
拾
弐
斗
五
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
此
内
廿
六
石
二
斗
二
舛
四
合
　
算
用
状
過
上
引

　
　
卯
ノ
年
本
米

　
　
伍
拾
捌
石
　
　
　
　
同
銭
分
廿
九
石

　
　
　
　
井
而
　
捌
拾
七
石
　
此
内
拾
三
石
｛
斗
四
舛
七
合
　
算
用
状
樹
上
引

　
　
　
　
此
外
菖
蒲
谷
分
三
騒
ノ
分
西
衛
門
前
苧
売
兵
衛
前
算
用
不
申
候

　
　
辰
年
本
米

　
　
渠
拾
参
石
八
斗
五
舛
三
合
　
同
銭
分
三
十
六
石
九
斗
二
舛
六
合

　
　
　
　
井
而
　
百
拾
石
柴
斗
七
舛
九
合
　
此
内
二
十
三
石
力
子
ノ
代
米
二
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
異
筆
）

　
　
　
定
残
而
　
捌
捨
渠
石
七
斗
七
舛
九
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
張
紙
七
枚
」

寅
年
す
な
わ
ち
文
明
十
四
年
の
「
算
用
状
塁
上
」
の
数
値
が
前
帯
の
前
山
算
用
状
の
廿
六
石
余
と
一
致
す
る
の
で
、
問
題
の
「
面
上
」
は
「
出
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挙
返
弁
」
に
宛
て
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
α
さ
ら
に
そ
の
意
味
を
追
求
す
る
た
め
に
こ
の
史
料
を
分
析
し
て
み
る
、

　
　
　
　
　
　
　
．
．
　
⑧

　
ま
ず
「
本
米
」
と
「
娘
分
」
の
関
係
は
、
後
者
が
前
老
の
丁
度
半
分
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
毎
年
正
確
に
「
本
米
」
の
半
分
が
「
銭

分
」
と
し
て
加
算
さ
れ
て
い
く
勘
定
は
借
米
の
元
利
計
算
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
「
銭
分
」
と
は
本
米
に
対
す
る
利
米
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
誰
が
誰
か
ら
米
を
借
り
た
の
か
、
玉
田
寺
は
ど
ち
ら
の
側
に
立
つ
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
引
用
史
料
㈹
か

ら
、
玉
田
寺
の
加
地
子
得
分
収
入
か
ら
公
方
年
貢
と
祭
主
穀
米
を
上
納
し
た
残
高
が
「
巻
上
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
⑧
か
ら
、

こ
の
「
過
上
」
は
出
挙
す
な
わ
ち
借
米
の
返
済
に
宛
て
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
⑨
か
ら
、
本
米
と
利
米
の
合
計
か
ら

「
過
労
」
を
差
し
引
い
た
残
り
が
次
年
度
の
本
米
と
し
て
計
上
さ
れ
る
と
い
う
計
算
が
毎
年
く
り
返
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
以
上

の
㈲
一
㈲
∵
⑥
の
示
す
三
事
実
を
も
っ
と
も
無
理
な
く
説
明
す
る
解
釈
は
、
玉
田
寺
が
あ
る
組
織
か
ら
借
米
し
て
そ
の
返
済
に
加
地
子
収
入
を

宛
て
て
い
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
だ
が
事
実
は
も
っ
と
複
雑
で
あ
ろ
う
。
引
用
史
料
⑨
の
第
一
行
目
に
「
地
蔵
か
本
米
」
と
あ
る
。
お
そ
ら

く
「
地
蔵
講
」
と
で
も
い
う
べ
き
講
組
織
が
出
挙
を
行
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
史
料
が
山
中
文
書
に
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
講
の
運
営
の
中
心
に
山
中
氏
が
居
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
借
り
た
側
の
玉
田
寺
に
つ
い
て
も
、
第
五
章
で
み
る
如
く
山
中
氏

の
経
営
の
下
に
入
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
単
純
に
債
務
老
一
般
と
し
て
す
ま
さ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
複
雑
な
背
景
は
こ

の
際
こ
れ
以
上
深
追
い
す
る
こ
と
は
さ
け
る
。

　
以
上
か
ら
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
◎
の
史
料
が
「
玉
田
寺
祭
主
保
年
早
算
翼
状
」
と
い
う
文
書
名
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
な
く
、
　
「
玉
田
寺

借
米
算
用
状
」
と
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
㈲
・
⑧
と
は
文
書
作
成
の
主
体
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
冷
害
の
問
題
と
し
て
ま
ず

重
要
な
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。
㈲
・
⑧
は
た
し
か
に
「
玉
田
寺
祭
主
保
年
貢
算
用
状
」
で
あ
り
、
こ
の
算
用
は
一
応
玉
田
寺
の
経
済
の
枠
内
で

括
る
こ
と
が
で
き
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
史
料
で
警
急
が
換
算
基
準
と
し
て
機
能
し
て
い
て
も
、
そ
の
限
り
で
は
寺
内
品
等
の

領
主
算
用
枡
の
馬
鐸
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
玉
田
寺
の
経
済
の
枠
を
こ
え
、
玉
田
寺
を
出
挙
の
客
体
と
す
る
よ
う
な
独
自
の
出
挙
の
組
織
に

お
い
て
も
銭
斗
で
算
用
を
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
銭
斗
が
寺
内
斗
で
は
な
く
、
出
挙
関
係
の
及
ぶ
地
域
の
基
準
枡
と
し
て
用
い
ら
れ
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て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宝
月
圭
吾
氏
の
整
理
に
従
う
な
ら
ば
、
ま
ず
商
業
枡
と
し
て
野
々
が
柏
木
郷
の
地
域
に
登
場
し
た
と

い
え
る
。
そ
し
て
玉
田
寺
の
関
与
す
る
祭
主
保
田
に
つ
い
て
は
計
図
や
内
斗
ほ
ど
で
は
な
い
と
い
え
、
加
地
子
得
分
の
計
量
枡
と
し
て
も
使
わ

れ
は
じ
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
文
明
の
段
階
で
銭
斗
の
動
き
と
し
て
わ
か
る
の
は
こ
の
程
度
で
あ
る
。

　
山
中
文
書
に
は
四
八
通
の
土
地
売
券
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
天
文
年
間
以
後
の
売
券
に
は
枡
の
記
載
の
あ
る
も
の
が
多
い
。
そ

の
う
ち
半
分
は
銭
座
で
あ
り
、
他
は
各
一
例
宛
し
か
出
て
こ
な
い
。
借
米
（
質
地
）
状
を
含
め
る
と
第
二
表
の
よ
う
に
圧
倒
的
に
銭
升
の
用
例
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が
優
越
し
て
い
る
。
悲
壮
計
量
で
売
買
・
質
入
対
象
に
な
っ
た
土
地
は
、
山
中
氏
の
屋
敷
の
あ
る
宇
田
村
を
中
心
に
北
脇
・
名
坂
・
水
口
・
宇

治
河
原
（
宇
川
村
）
・
中
山
村
に
及
ん
で
い
る
。
ほ
ぼ
元
の
粕
木
御
厨
の
境
域
に
等
し
い
が
水
口
の
如
く
そ
れ
を
越
え
る
部
分
も
出
て
い
る
。

十
六
世
紀
に
は
伊
勢
神
宮
領
と
し
て
の
柏
木
御
厨
の
実
体
は
す
で
に
な
く
、
こ
の
地
域
一
円
に
銭
升
が
流
通
し
て
い
る
こ
と
は
庄
園
制
の
秩
序

か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
地
域
的
な
経
済
活
動
の
結
果
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
明
段
階
に
つ
い
て
前
述
し
た
如
く
、
借
米
勘

定
の
基
準
枡
と
し
て
登
場
し
た
銭
升
が
、
十
六
世
紀
に
は
少
く
と
も
水
口
西
部
一
帯
に
加
地
子
米
計
量
の
中
心
的
な
枡
と
し
て
流
通
す
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
地
域
史
的
な
意
味
は
第
五
章
で
追
求
す
る
こ
と
と
し
こ
こ
で
は
借
米
・
加
地
子
米
計
量
に
お
い
て
使
用
基
準

性
を
備
え
地
域
的
な
流
通
性
を
確
立
し
た
銭
升
を
、
地
域
的
な
経
済
活
動
の
発
達
に
積
極
的
な
意
味
を
も
っ
た
第
二
次
的
な
地
域
枡
と
し
て
確

認
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
地
域
枡
と
推
定
さ
れ
る
も
の
に
は
、
他
に
蒲
生
郡
の
武
佐
升
や
日
野
升
が
あ
る
。
　
『
近
江
蒲
生
郡
志
』
に
よ
る
と
武
佐
升
は
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

（
古
）
升
と
も
近
江
升
と
も
い
い
、
佐
々
木
氏
が
製
作
し
て
近
江
一
国
に
使
用
さ
せ
た
と
の
伝
承
が
あ
る
が
疑
わ
し
い
。
し
か
し
武
佐
村
を
中

心
に
蒲
生
郡
の
か
な
り
の
区
域
に
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
大
徳
寺
真
松
庵
領
の
佐
々
木
本
郷
（
今
の
金
田
村
）
に
お
い
て
も
武
佐
升
が
用

　
　
　
⑪

い
ら
れ
た
。
　
こ
こ
で
は
文
明
一
八
年
の
売
券
で
は
公
方
年
貢
・
得
分
と
も
に
「
石
酸
鼻
」
で
計
量
し
て
い
た
が
、
明
応
八
（
一
四
九
九
）
・
永
正

一
年
（
一
五
〇
四
）
の
売
券
で
は
、
公
方
年
貢
（
「
庄
弁
」
「
庄
二
入
」
）
の
方
は
知
れ
な
い
が
、
得
分
米
は
「
武
佐
舛
」
で
計
量
し
て
い
る
。
「
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

劉
斗
」
は
「
長
命
寺
文
書
」
に
よ
る
と
す
で
に
弘
安
四
年
（
一
一
一
八
一
）
に
所
当
米
を
計
量
し
た
枡
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。
大
徳
寺
文
書
の
「
石

別
製
」
が
こ
れ
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
確
証
は
な
い
が
、
関
係
す
る
地
域
も
近
い
の
で
、
名
称
か
ら
推
し
て
国
斗
系
統
の
古
い
枡
で
あ
る
と
思

　
　
⑬

わ
れ
る
。
要
す
る
に
武
佐
升
も
国
衙
な
い
し
は
庄
園
領
主
権
に
属
す
る
る
古
枡
を
駆
逐
し
た
後
へ
、
あ
る
程
度
広
域
的
な
在
地
秩
序
の
上
に
地

域
的
な
基
準
枡
と
し
て
発
達
し
来
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
銭
升
に
し
ろ
武
佐
升
に
し
ろ
、
戦
国
期
に
地
域
枡
（
第
二
次
的
な
）
と
し

て
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
①
『
東
浅
井
郡
志
』
巻
四
、
五
三
九
ペ
ー
ジ
。
　
　
　
　
　
　

②
『
改
訂
近
江
国
坂
田
郡
志
』
第
七
三
四
〇
〇
ペ
ー
ジ
。
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③
太
郎
丸
升
は
一
応
庄
園
収
納
枡
と
し
て
存
在
し
て
い
る
が
、
本
帳
の
書
き
出
し

　
に

　
　
　
観
音
奪
法
輪
院
仏
田
納
帳

　
　
　
阿
伽
井
坊
之
ア
ヵ
太
郎
丸
納
ヘ
シ

　
と
あ
り
、
阿
伽
井
坊
の
使
用
し
た
枡
が
観
音
寺
領
一
帯
の
庄
園
枡
と
な
っ
た
も
の

　
の
よ
う
で
あ
る
。
阿
伽
井
坊
は
応
永
二
六
～
二
八
年
の
「
本
堂
造
作
日
記
帳
」

　
（
同
右
第
七
巻
三
九
六
ペ
ー
ジ
）
に

　
　
　
同
奉
加
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
大
檀
那

　
　
　
十
八
石
五
斗
闘
伽
井
坊
慶
尊
　
五
百
文
　
宝
鑑
坊

　
　
　
二
百
文
少
輔
公
宝
竹
馬
　
　
　
五
頁
探
梅
本
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
五
百
文
　
關
伽
言
質
　
　
　
　
　
二
芸
文
　
大
輔
公

　
　
　
　
　
　
　
（
後
略
）

　
と
名
が
出
て
く
る
。
観
音
寺
の
あ
る
造
営
工
事
に
最
も
多
額
の
奉
納
を
し
て
い
る

　
大
檀
那
の
坊
で
あ
り
、
全
盛
期
に
は
二
五
あ
っ
た
と
い
う
観
音
導
の
子
院
の
中
で

　
中
心
的
な
位
置
を
し
め
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
太
郎
丸
升
は
一
子
院
の
枡
が
寺

　
領
全
体
の
枡
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
も
の
で
、
す
で
に
本
来
の
庄
斗
で
は
な
い
。
い

　
わ
ば
二
次
的
な
庄
斗
で
あ
る
。

④
石
田
善
人
氏
「
惣
的
結
含
の
諸
類
型
」
（
隅
歴
史
教
育
』
八
一
八
）
、
「
甲
賀
郡

　
中
惣
と
俳
話
惣
国
一
揆
」
　
（
『
史
窓
』
一
二
）
、
「
郷
村
制
の
形
成
」
　
（
『
岩
波
講
座

　
目
本
歴
史
』
中
世
四
）
。

　
　
高
木
昭
作
氏
「
甲
賀
郡
山
申
氏
と
『
郡
中
惣
』
1
小
領
主
の
性
格
規
定
の
た

　
め
に
一
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
三
二
五
）
。

⑤
『
水
嚢
町
志
瞼
下
巻
「
山
中
文
書
」
一
八
二
。

　
　
玉
田
寺
は
柏
木
御
厨
内
柏
木
郷
に
あ
っ
た
寺
で
、
現
在
大
字
宇
田
に
あ
る
唯
称

　
寺
の
前
身
で
あ
る
。
な
お
山
中
文
書
に
は
玉
田
等
算
用
状
と
し
て
、
こ
の
ほ
か
文

　
明
十
一
　
（
一
八
○
）
　
・
十
三
（
一
入
一
二
）
　
・
十
五
（
㈹
に
引
爾
）
　
・
十
一
～
十
五

　
（
⑥
に
引
用
）
年
分
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
継
閉
花
押
と
内
容
か
ら
推
し
て
、
【
続

　
き
に
は
り
あ
わ
さ
れ
た
写
し
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
現
在
は
十
三
年
分
の
末
羅
と

　
十
四
年
分
（
宋
尾
以
前
）
を
記
し
た
一
紙
と
十
五
年
分
の
後
半
を
記
し
た
一
紙
と

　
が
失
な
わ
れ
て
い
る
。

⑥
「
山
中
文
書
」
一
八
五
。

⑦
「
山
中
文
書
」
一
八
一
。

⑧
『
水
口
町
志
』
で
は
こ
の
「
豆
蒔
」
に
「
（
残
）
」
と
註
記
し
て
あ
る
が
、
全
体

　
と
の
関
連
を
考
え
る
と
、
銭
分
の
ま
ま
の
方
が
意
味
が
通
じ
る
。

⑨
　
以
上
に
用
い
た
枡
の
使
用
頻
度
の
史
料
は
、
そ
の
枡
が
特
殊
だ
か
ら
わ
ざ
わ
ざ

　
註
記
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
い
か
え
る
と
、
註
記
に
は
出
て
こ
な
い
枡
の
方

　
が
よ
く
使
用
さ
れ
基
準
性
も
高
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
批
判
が
予
想

　
さ
れ
る
。
個
々
の
売
買
当
事
者
間
に
通
用
し
さ
え
ず
れ
ば
よ
く
、
多
く
は
一
般
の

　
慣
習
に
依
っ
て
作
製
さ
れ
る
よ
う
な
史
料
だ
け
で
論
証
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
右
の

　
批
判
は
免
れ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
算
用
状
な
ど
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
登
揚
し

　
た
限
り
の
枡
の
相
互
関
係
は
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
く
と
も
、
何
に
と
つ

　
て
A
栃
は
B
枡
よ
り
も
基
準
性
が
高
い
か
と
い
う
問
題
は
論
証
で
き
る
。
そ
の

　
「
何
」
が
地
域
的
な
｝
般
性
を
主
張
し
う
る
テ
ー
マ
に
属
す
る
場
合
は
、
そ
こ
に

　
登
場
す
る
柵
は
算
用
状
面
で
限
定
さ
れ
た
枠
を
こ
え
て
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
上
で
売
券
等
の
史
料
を
あ
わ
せ
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
分
析

　
と
矛
盾
し
な
い
な
ら
ば
、
売
券
等
の
処
理
に
よ
る
統
計
的
デ
ー
タ
は
史
料
と
し
て

　
坐
さ
て
く
る
。
夫
馬
升
や
銭
升
の
史
料
の
扱
い
方
は
必
ら
ず
し
も
充
分
と
は
い
え

　
な
い
が
、
少
く
と
も
売
券
と
算
用
状
の
二
様
の
史
料
を
璽
ね
て
分
析
し
た
。

⑩
『
滋
賀
纂
史
』
五
・
四
〇
一
ペ
ー
ジ
。
彦
根
藩
も
寛
永
七
年
に
武
佐
升
を
京
枡

　
と
共
に
公
定
し
て
い
る
の
で
、
武
佐
升
の
流
通
範
囲
は
蒲
生
郡
を
越
え
て
拡
が
っ

　
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑪
『
滋
賀
県
史
隔
五
、
『
近
江
蒲
生
郡
志
』
一
。
京
大
所
蔵
「
大
徳
寺
塔
頭
文
書
」

　
七
、
八
、
五
五
。

⑫
京
大
影
写
本
「
長
命
寺
文
書
」
第
三
冊
。
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⑬
　
「
石
別
斗
」
は
、
和
市
に
際
し
て
「
百
文
別
儀
斗
」
と
い
う
言
い
方
と
な
ら
ん

　
で
「
石
面
何
三
門
記
文
」
と
称
す
る
習
慣
と
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
鎌
倉
末

期
…
和
市
が
｛
圧
園
の
枠
を
越
え
て
一
国
平
均
の
「
国
の
和
”
｛
巾
」
が
生
ま
れ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
豊
田
武
氏
『
中
宿
日
本
商
業
史
の
研
究
』
＝
二
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三
地
域
枡
の
性
格

　
前
章
に
お
い
て
も
地
域
枡
が
加
地
子
の
計
量
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
、
領
主
枡
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
本
章
で
他
の
側
面
か

ら
そ
の
点
を
確
証
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
今
堀
日
吉
神
社
文
書
、
（
京
大
影
写
本
）
に
は
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
か
ら
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
ま
で
約
三
〇
点
の
「
神
田
納
帳
」
が
あ
る

①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
②

が
、
そ
の
う
ち
寛
正
四
年
（
一
四
六
瓢
一
）
の
も
の
以
降
に
は
例
え
ば
次
の
引
用
例
の
よ
う
に
「
大
」
　
「
小
」
の
附
記
が
あ
る
。

　
　
ア
セ
名
　
　
　
小
　
　
　
　
　
ひ
か
し

　
　
　
【
段
　
　
ご
斗
　
　
　
　
左
近
二
郎

　
　
　
二
蹄
同
　
耳
二
廟
　
　
鰐
砺

　
　
今
在
家
ハ
ナ
　
大

　
　
小
　
　
　
二
舛

　
　
小
今
在
家
　
　
大

　
　
半
二
舛
　
し
ゆ
う
助

　
　
野
神
　
　
　
大

　
　
大
　
　
　
四
舛
　
　
　
　
　
若
太
夫

　
　
せ
し
メ

　
　
　
一
畔
　
　
　
六
合
　
　
　
　
　
同

　
　
経
田
小
　
　
大
　
　
徳
分

　
　
大
　
又
八
舛
四
舛
　
三
斗
六
舛
　
こ
う
や
猿

　
　
蛇
溝
条
　
　
　
小

　
　
　
一
畔
　
　
　
一
文
二
舛
　
　
　
　
同

　
　
蛇
溝

　
　
　
一
畔
　
　
　
一
斗
二
舛
　
　
　
石
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
大

　
　
屋
敷
　
　
　
一
舛
　
　
　
　
　
　
岩
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

中
に
は
次
の
よ
う
に
「
大
舛
」
、
　
「
小
舛
」
の
記
載
と
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
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元
邦
坊

　
　
大
ア
ソ
ノ
ウ
シ
ロ
　
大
舛
定
　
　
四
舛

　
　
西
松
原
　
　
　
　
大
舛
定
　
　
一
舛

　
　
大
ミ
・
カ
キ
ノ
ソ
ト
　
　
　
　
五
十
文

　
　
大
ホ
ユ
ラ
コ
せ
　
大
舛
定
　
　
四
舛

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
東
衛
門
二
郎

　
　
　
　
　
　
　
小
舛
定
　
　
大
舛

　
　
一
段
ナ
カ
田
　
三
斗
　
　
　
六
舛
　
　
三
百
文

　
　
　
　
　
　
　
マ
ヘ
　
ヘ
へ

　
　
　
　
　
　
　
小
舛

　
　
大
ヵ
メ
田
　
　
二
斗
六
舛
七
合

「
大
舛
」
と
記
さ
れ
た
場
合
も
単
に
「
大
」
の
場
舎
も
反
別
の
分
米
高
は
稀
な
例
外
を
除
い
て
す
べ
て
六
升
で
あ
る
の
で
、
単
に
「
大
」
・
「
小
」

と
あ
る
も
の
も
「
大
升
」
・
「
小
禽
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
今
堀
の
神
田
の
分
米
ぽ
、
大
升
で
計
量
す
る
場
合
と
小
升
で
計
量
す
る

場
合
の
両
方
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
大
升
で
計
っ
た
場
合
の
分
米
が
反
別
六
升
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
小
升
で
計
っ
た
場
合
は
ど
の
年
度
の
納
帳
に
お
い
て
も
偏
差
が
大
き
い
が
、

す
べ
て
一
斗
以
上
で
あ
る
。
寛
正
四
年
の
場
舎
は
一
斗
五
升
か
ら
三
斗
九
升
九
舎
ま
で
と
比
較
的
少
い
が
、
降
っ
て
永
正
七
年
（
一
五
「
○
）
の

場
合
に
な
る
と
二
斗
か
ら
一
石
ま
で
で
大
部
分
が
六
野
前
後
で
あ
る
。
永
禄
九
年
に
な
る
と
殆
ど
が
忠
告
以
上
で
一
石
を
こ
え
る
も
の
も
多
晦
。

以
上
の
用
例
か
ら
大
升
・
小
升
に
よ
る
反
別
墨
黒
の
相
違
の
理
由
と
し
て
、
枡
の
容
積
の
違
い
と
、
計
量
対
象
の
違
い
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。

、
枡
の
大
き
さ
の
違
い
だ
け
だ
と
す
多
と
、
永
正
・
永
禄
の
例
か
ら
す
る
と
大
型
が
小
勢
の
約
十
倍
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
大
愚
の
場
合
の
均

一
性
に
対
す
る
小
躍
の
場
合
の
不
均
等
性
と
、
寛
正
の
場
合
の
小
計
計
量
値
の
小
さ
い
こ
と
と
を
説
明
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
だ
か
ら
枡

の
大
き
さ
の
違
い
は
当
然
あ
っ
た
と
し
て
も
、
計
量
対
象
の
点
で
も
か
な
り
明
確
な
違
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
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⑤

　
と
こ
ろ
で
永
禄
四
年
の
納
帳
の
と
び
ら
の
部
分
に
次
の
記
載
が
あ
る
。

　
　
大
升
　
和
市
　
壱
斗
三
升
五
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
小
升
　
和
市
壱
斗
一
斗
六
舛

小
升
の
記
載
に
書
き
損
じ
が
あ
り
、
正
し
く
は
壱
斗
一
升
六
合
か
一
石
一
斗
六
升
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
和
市
と
し
て
米
の
数
値
が
記
さ
れ

る
場
合
は
普
通
は
銭
一
〇
〇
文
に
対
す
る
米
価
を
指
す
。
だ
か
ら
小
里
が
一
斗
一
升
六
合
で
あ
れ
ば
大
升
の
場
合
よ
り
少
い
董
で
銭
一
〇
〇
文

と
交
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
小
升
の
方
が
大
量
よ
り
容
積
が
大
き
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
大
里
・
小
升
の
名
称
に
反
す
る
。
と
こ
ろ
が
一

石
一
斗
六
升
と
す
る
と
大
升
と
小
升
の
容
積
比
は
。
。
6
”
H
と
大
き
な
開
き
が
あ
る
。
こ
れ
だ
と
後
述
す
る
よ
う
に
売
券
記
載
に
お
い
て
大
升
と
．

小
升
が
互
い
に
混
用
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
前
記
の
和
市
記
載
に
誤
記
の
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

一
方
が
壱
斗
三
升
五
合
に
対
し
て
他
方
が
出
離
一
升
六
合
で
あ
る
と
解
し
て
お
く
の
が
無
難
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
大
豊
と
小
学
の
容
積
比
は

ド
”
0
6
。
O
と
な
っ
て
、
併
用
さ
れ
る
大
・
小
枡
の
例
と
し
て
は
穏
当
な
数
値
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
推
定
す
る
と
、
逆
に
、
大
畠
で
計
っ
た
分

米
が
殆
ん
ど
六
升
で
あ
る
の
に
対
し
て
小
量
で
計
っ
た
分
米
が
そ
の
数
倍
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
潟
の
計
量
対
象
と
小
量
の
計
量
対
象
が
異

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
。

　
で
は
こ
の
計
量
対
象
の
違
い
は
何
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
脇
田
晴
子
氏
が
今
堀
の
神
田
納
帳
を
史
料
批
判
し
て
、

今
堀
神
田
は
本
年
貢
を
免
除
さ
れ
た
免
田
と
寄
進
・
売
得
に
よ
る
加
地
子
名
主
的
得
分
を
有
す
る
土
地
と
か
ら
成
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
た
こ

　
　
　
⑥

と
で
あ
る
。
納
帳
に
お
い
て
面
積
・
分
米
・
升
・
作
人
の
記
載
以
外
に
時
々
「
公
方
」
　
「
徳
分
」
の
附
記
が
み
ら
れ
る
。

　
　
ソ
ト
ハ
前
　
　
　
大

　
　
　
一
段
　
　
公
方
六
舛
　
　
　
　
　
又
兵
衛

　
　
燈
呂
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
か
し

　
　
二
畔
　
　
百
文
　
　
　
　
　
　
　
多
石
形
部
太
郎

　
　
ソ
ト
ハ
前
　
　
　
大
　
　
　
　

ひ
か
し

　
　
　
一
段
　
　
公
方
六
舛
　
　
　
　
　
兵
衛
四
郎

　
　
佃
田
下
　
　
　
　
小
　
　
　
　
　
ひ
か
し

　
　
小
　
　
　
徳
一
斗
不
欠
引
　
　
　
左
近
二
郎
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な
か
阻
　
大
　
新
開

　
　
　
一
段
　
　
　
六
N
舛
　
　
　
一
二
百
文
　
　
　
長
泉
庵

　
　
川
田
　
　
　
小
　
　
　
　
　
　
　
ひ
か
し

　
　
大
　
　
　
二
斗
六
舛
七
合
　
　
　
道
祐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
欠
引
　
　
　
⑦

「
公
方
」
は
公
方
年
貢
、
「
徳
分
」
は
加
地
子
得
分
で
あ
る
。
　
「
公
方
」
の
附
記
は
ど
の
納
帳
で
も
例
外
な
く
大
黒
の
場
合
で
あ
る
。
故
に
少

く
と
も
神
田
納
帳
に
お
い
て
は
公
方
年
貢
は
大
骨
で
計
量
す
る
こ
と
、
逆
に
加
地
子
得
分
は
小
早
で
計
量
す
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
但
し
ご
く
稀
に
は
加
地
子
得
分
が
大
戸
で
計
量
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
。

　
佃
田
　
大
升
　
　
　
　
　
徳
分

　
大
　
四
升
　
同
三
斗
六
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
升

　
　
一
所
　
徳
一
斗
四
升
　
　
馬
五
郎
　
　
　
⑧

こ
う
い
う
例
外
的
な
場
合
に
限
っ
て
大
角
で
計
っ
て
も
小
筆
の
場
合
に
近
い
高
斗
代
に
な
っ
て
い
る
。
公
方
年
貢
の
斗
代
が
本
来
低
い
た
め
に

公
方
年
貢
を
為
っ
た
数
値
が
小
さ
い
の
で
あ
っ
て
、
同
じ
大
升
で
計
っ
て
も
徳
分
を
計
れ
ば
高
論
代
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
逆

に
先
の
大
鷲
が
小
筆
の
八
・
六
倍
と
な
る
よ
う
な
解
釈
は
お
か
し
い
と
し
た
判
断
が
誤
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
傍
証
さ
れ
る
。

　
公
方
年
貢
は
大
升
で
、
加
地
子
得
分
は
小
々
で
計
る
と
い
う
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
原
則
で
あ
っ
て
、
納
帳
で
も
右
の
よ
う
に
わ
ず
か
な
例
外

の
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
た
。
売
券
に
み
ら
れ
る
一
般
の
田
畠
の
分
米
に
お
い
て
は
、
大
升
で
加
地
子
得
分
を
計
る
例
外
が
多
く
な
る
。
し
か
し
次

に
引
用
す
る
売
券
の
よ
う
に
、
同
じ
土
地
で
二
種
の
枡
を
使
い
わ
け
る
場
合
は
得
分
は
小
升
、
公
方
は
大
升
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
く
ず
れ
つ

つ
あ
る
と
は
い
え
こ
の
原
則
は
一
応
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
売
渡
進
私
領
屋
敷
之
蔓

　
　
　
　
　
　
　
（
追
簗
）

　
　
　
　
　
　
　
但
直
銭
二
貫
文
請
取
畢

　
　
合
壱
所
者
　
得
分
小
舛
二
斗
之
定
請
ッ
メ
、
ク
方
大
照
一
得
惣
へ
入
道
者
庵
の
道
お
か
き
る
へ
し

　
在
蒲
生
郡
得
称
保
内
今
堀
郷
字
東
ム
ラ
ニ
有
之

　
　
　
　
　
（
中
略
）
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天
文
＋
二
年
際
三
月
骨
三
日
評
衛
門
（
略
押
）
　
⑨

　
　
　
　
　
　
　
ダ

　
要
す
る
に
、
寛
正
四
年
以
後
一
九
冊
の
今
堀
神
田
納
帳
は
す
べ
て
公
方
年
貢
と
加
地
子
得
分
に
よ
っ
て
計
る
枡
を
生
母
と
小
升
に
使
い
わ
け

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
整
然
と
長
期
に
わ
た
っ
て
枡
の
使
用
基
準
性
を
示
し
た
史
料
は
規
制
史
上
稀
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
こ
の
よ
う
な
大
士
・
小
舛
の
使
用
原
則
が
い
っ
か
ら
成
立
し
た
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
応
永
二
三
年
（
一
四
【
六
）
十
一
月
四
日
の
納
帳

で
は
ま
だ
「
大
」
・
「
小
」
の
附
記
は
見
え
な
い
。
た
だ
し
末
尾
近
く
に

　
　
　
一
斗
三
舛
　
小
舛
　
形
部
寄
進

　
（
A
）
　
　
一
畔
　
　
　
　
　
　
．
彦
”
六
作

　
　
　
ナ
ハ
タ
ケ
　
　
　
堂
前

　
　
　
一
斗
二
舛
　
所
舛
定

　
（
B
）
小
　
　
衛
門
二
郎

　
　
　
野
神
南
在
之

と
い
う
二
筆
の
み
に
枡
の
記
載
が
あ
る
。
こ
の
納
帳
の
斗
代
の
多
く
は
反
別
六
升
で
あ
る
か
ら
、
後
の
「
大
」
・
「
小
」
記
載
の
あ
る
納
帳
の
大

望
該
当
部
分
す
な
わ
ち
公
方
年
貢
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
こ
の
納
帳
で
も
す
で
に
同
様
の
大
耳
に
よ
る
収
納
の
原
則
が
で
き
上
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
問
題
は
加
地
子
の
小
婦
に
よ
る
収
納
で
あ
る
が
、
引
用
部
分
（
A
）
の
如
く
一
ケ
所
だ
け
小
升
の
名
が
使
ね
れ
て
い
る
。
　
（
B
）

で
は
田
積
小
の
時
代
が
一
斗
二
升
だ
か
ら
後
の
小
難
附
記
の
数
値
と
大
差
な
い
。
右
述
の
如
く
公
方
年
貢
と
み
て
よ
い
一
律
反
別
六
升
の
部
分

と
対
比
し
て
こ
ち
ら
が
加
地
子
得
分
を
指
す
と
み
て
よ
い
。
こ
れ
が
「
所
舛
定
」
と
附
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
所
の
枡
す
な
わ
ち
地
域
枡

が
加
地
子
を
計
る
枡
と
し
て
採
用
さ
れ
は
じ
め
、
か
っ
こ
れ
が
小
玉
と
呼
ば
れ
平
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
小
玉
が
確
定
す
れ
ば
、
そ
れ
に

対
応
し
て
大
升
に
つ
い
て
も
明
記
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
前
は
公
方
年
貢
の
大
望
使
用
が
確
立
し
て
い
て
も
そ
れ
を
一
々
明

記
す
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
又
小
里
に
対
す
る
大
骨
と
い
う
名
称
も
確
立
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
寛
正
四
年
の
平
坐
以
前
に
は
嘉
吉
二

年
置
【
四
四
二
）
の
も
の
ま
で
一
一
冊
あ
る
が
、
右
述
の
よ
う
に
応
永
二
三
年
の
も
の
に
小
升
・
所
升
が
見
え
た
他
は
、
大
升
・
小
升
あ
る
い
は

大
・
小
の
記
載
は
な
い
。
胃
軸
の
記
載
自
体
が
少
い
せ
い
も
あ
る
が
、
至
徳
一
年
（
＝
二
八
四
）
の
今
堀
郷
神
畠
坪
付
に
は
翠
雲
記
載
が
部
分
的
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に
あ
り
、
い
ず
れ
も
反
別
一
斗
前
後
の
得
分
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
得
分
収
納
地
以
外
は
免
田
と
し
て
公
方
年
貢
の
収
納
分
が
一
定
し
て
い
た
の

で
一
々
記
載
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
考
え
る
と
、
公
方
年
貢
は
大
升
（
も
し
く
は
そ
れ
相
当
の
某
升
）
で
計
る
と
い
う
原
則
が
古
く

か
ら
存
在
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
応
永
末
年
か
ら
加
地
子
を
計
る
斗
升
が
進
出
し
は
じ
め
、
寛
正
段
階
で
大
忌
に
対
す
る
小
倉
の
地
位
が
確
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

し
た
、
と
い
う
過
程
を
相
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
枡
の
使
い
わ
け
に
つ
い
て
は
坂
田
郡
の
総
持
寺
文
書
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。

　
　
審
進
回
申
　
私
領
田
地
新
券
文
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
内
）

　
　
　
合
弐
段
者
　
在
近
江
国
坂
田
北
郡
悪
善
院
庄
自
七
条
五
里
十
八
坪
東
縄
本
上
半
折
壁
上
盤
、
公
方
横
越
二
升
二
合
五
退
陣
、
同
母
六
坪
東
縄
本
四
段
次

　
　
　
　
　
　
　
　
壱
反
也
、
公
方
六
斗
二
升
二
合
五
勺
也
、
庄
斗
定
、
定
徳
分
蔵
石
弐
斗
、
内
斗
定

　
右
件
田
地
元
三
小
堀
池
下
入
道
善
光
先
祖
相
伝
私
領
也
、
瞭
然
為
現
当
二
世
所
願
成
就
、
惣
持
院
三
十
三
所
巡
礼
観
音
夜
燈
料
、
所
奉
寄
進
実
正
也
、
但

　
　
　
　
　
（
剖
）
　
　
　
　
　
　
　
（
翌
Y

　
本
文
書
相
［
］
進
上
者
、
何
成
致
子
々
孫
々
違
乱
煩
不
可
申
者
也
、
衡
量
後
月
之
亀
鏡
寄
進
之
、
理
乱
件
、

　
　
遍
魏
傷
正
月
茜
日
小
堀
池
下
入
道
善
光
（
花
押
）
　
⑫

　
　
　
　
　
　
夢

怪
漢
院
庄
は
長
浜
の
東
南
、
平
方
庄
上
郷
に
南
接
す
る
地
で
あ
る
が
、
そ
の
七
条
五
里
珊
六
坪
の
一
反
で
公
方
年
貢
は
庄
斗
で
、
　
「
定
徳
分
」

す
な
わ
ち
加
地
子
得
分
は
内
斗
で
計
量
さ
れ
て
い
る
。
総
持
寺
文
書
の
こ
の
近
辺
の
売
券
で
枡
記
載
の
も
の
は
二
七
例
あ
る
が
、
徳
分
は
大
体

こ
の
内
下
定
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
公
方
年
貢
を
計
蚤
し
た
こ
と
の
明
確
な
も
の
に
親
仁
の
他
「
納
斗
」
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

か
ら
五
〇
年
程
降
っ
た
明
応
八
年
（
一
四
九
九
）
、
隣
接
地
一
反
に
つ
い
て
の
小
堀
道
済
売
券
で
は

　
在
江
総
轄
田
北
郡
平
方
上
郷
之
内
六
条
七
里
六
之
坪
墨
縄
本
甲
三
反
次
…
遊
里
、
内
黒
鍵
石
墨
斗
五
升
代
、
公
方
年
貢
、
段
銭
灘
北
、
然
共
於
以
後
公
方
段

　
　
銭
為
諸
公
事
、
内
斗
三
斗
五
升
残
置
者
也
、
定
徳
分
壱
石
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
い
う
記
載
に
な
っ
て
い
る
。
平
方
庄
上
郷
の
六
条
七
里
六
坪
は
、
『
坂
田
郡
志
』
の
推
定
す
る
条
里
図
に
よ
る
と
、
先
の
七
条
五
里
帯
六
坪
と

丁
度
隣
接
す
る
。
当
時
娚
厳
院
庄
、
平
方
庄
と
庄
名
が
つ
い
て
い
て
も
単
な
る
地
名
化
し
て
い
た
か
ら
㌔
両
機
は
手
継
文
書
で
は
な
い
が
、
同
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じ
小
堀
氏
の
売
券
で
あ
る
こ
と
で
も
あ
り
殆
ん
ど
同
一
地
に
つ
い
て
の
史
料
と
み
て
よ
い
。
同
じ
六
条
七
里
六
之
坪
の
「
南
縄
本
於
壱
反
次
壱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

段
」
を
や
は
り
小
堀
道
済
が
文
亀
一
年
（
一
五
〇
一
）
に
売
っ
た
売
券
で
も
、
二
代
・
枡
記
載
と
も
全
く
同
一
で
あ
る
。
同
年
、
六
条
七
里
四
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

坪
の
一
反
を
小
堀
界
阿
弥
が
売
っ
た
売
券
で
は
「
郡
代
郷
帳
壱
斗
也
、
内
港
定
也
、
此
内
公
方
年
貢
参
斗
七
升
五
合
也
、
段
銭
百
通
、
但
□

可
之
内
也
、
此
外
諸
公
事
無
、
定
得
分
内
斗
定
陸
斗
也
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
よ
り
文
安
四
年
に
は
公
方
年
貢
は
庄
斗
で
、
加
地
子
は
内
斗
で
計
っ
て
い
た
も
の
が
、
十
五
・
六
世
紀
の
交
に
な
る
と
、
公
方
年
貢
も

内
斗
で
計
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
前
章
で
述
べ
た
地
域
枡
・
夫
馬
升
が
庄
園
収
納
枡
・
太
郎
丸
升
の
み
で
あ
っ
た
状
況
に
く
い
こ

ん
で
登
場
し
、
つ
い
に
太
郎
丸
升
に
と
っ
て
代
っ
た
事
実
と
あ
わ
せ
考
え
る
と
次
の
よ
う
な
推
定
が
な
り
た
つ
。
す
な
わ
ち
、
一
五
世
紀
初
頭

ま
で
は
庄
園
の
本
年
貢
の
収
納
の
た
め
に
庄
園
収
納
枡
が
基
準
枡
と
し
て
支
配
し
て
お
り
、
加
地
子
そ
の
他
の
収
納
は
附
加
的
な
行
為
と
し
て

庄
園
収
納
枡
で
準
用
し
え
て
い
た
が
、
加
地
子
得
分
が
本
年
貢
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
増
量
し
て
く
る
に
伴
い
、
加
地
子
収
納
に
独
自
な
枡
（
宝
月

氏
の
あ
げ
ら
れ
た
加
地
子
升
あ
る
い
は
名
主
飼
鳥
）
が
成
立
し
た
。
　
一
五
世
紀
後
半
に
入
る
と
さ
ら
に
加
地
子
得
分
が
普
遍
化
か
つ
増
量
し
、
本
年

貢
（
公
方
年
貢
）
と
の
関
係
が
逆
転
し
た
の
に
伴
い
、
枡
に
お
い
て
も
逆
転
が
生
じ
、
加
地
子
計
量
枡
が
公
方
年
貢
収
納
の
庄
斗
系
統
の
枡
を

駆
寄
し
公
方
年
貢
を
も
一
括
計
量
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
右
に
引
用
し
た
総
持
寺
買
得
地
の
場
合
、
文
安
の
段

階
で
は
公
方
年
貢
と
加
地
子
得
分
は
ほ
ぼ
同
量
か
も
し
く
は
公
方
年
貢
の
方
が
む
し
ろ
大
で
あ
っ
た
（
推
す
に
そ
れ
以
前
は
公
方
年
貢
の
方
が
圧
倒

的
で
あ
っ
た
ろ
う
）
の
に
対
し
、
明
応
・
文
亀
の
段
階
で
は
加
地
子
得
分
の
方
が
公
方
年
貢
を
圧
倒
し
て
い
る
。
公
方
年
貢
は
身
代
の
絶
対
値
の

面
で
も
む
し
ろ
減
少
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
十
五
世
紀
後
半
以
降
内
斗
は
坂
田
郡
一
帯
に
よ
く
出
て
く
る
枡
で
あ
る
。
枡
名
が
あ
ま
り
に
も
一
般
的
な
の
で
小
地
域
に
よ
っ
て
実
体
が
異

っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
加
地
子
米
計
量
の
新
し
い
枡
と
い
う
点
に
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
坂
田
郡
柏
原
の
成
菩
提
院
文

書
に
は
「
内
徳
斗
」
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
「
内
顧
」
一
般
の
名
称
の
起
源
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
永
代
売
渡
進
私
領
田
地
新
攻
券
文
事
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合
士
、
9
段
者
　
但
弐
段
小
売
渡
申
内
別
々
仁
三
通
二
調
進
入
平
内
壱
段
之
売
券
也
、
在
坪
江
州
坂
田
北
郡
柏
原
庄
西
方
貞
吉
名
ノ
内
心
識
字
長
沢
井
ノ
尻
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
　
　
　
　
ロ
ノ
束
縄
本
壱
段
也
、
分
米
賢
徳
升
ノ
定
八
斗
壱
石
塔
、
但
此
内
ヨ
リ
公
方
年
強
斗
定
五
升
帰
還
、
口
米
者
名
親
ヨ
リ
弁
申
間
、
不
可
有
御

　
　
　
　
　
　
弁
、
納
升
二
つ
」
め
て
三
升
五
合
也
、
但
公
方
段
銭
光
文
可
有
壁
弁
、
此
外
ハ
無
万
雑
公
事
、

右
件
田
地
元
者
家
世
先
祖
相
伝
之
錐
為
私
領
、
依
有
用
要
、
能
濁
声
石
限
永
代
高
橋
左
近
将
監
殿
様
に
売
渡
申
処
実
正
明
白
也

　
　
（
中
略
）

．
莚
萎
轡
尋
青
殿
村
因
幡
守
家
世
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
法
師
（
花
押
）
　
　
　
⑯

分
米
が
八
斗
一
升
な
の
か
一
石
な
の
か
不
分
明
だ
が
、
八
斗
一
升
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
公
方
年
貢
五
升
を
出
し
て
残
り
七
斗
六
升
は
加
地
子
得

分
な
の
で
あ
る
。
加
地
子
が
殆
ん
ど
す
べ
て
の
部
分
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
収
取
分
全
体
を
「
分
米
し
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
が
注
営
さ

れ
る
。
永
正
十
二
年
（
一
五
一
五
）
の
同
じ
く
殿
村
家
世
の
田
地
小
の
売
券
に
は
「
但
年
貢
ハ
十
合
六
四
黒
黒
升
也
、
此
内
伍
十
王
公
方
年
貢
也
」

と
あ
っ
て
、
加
地
子
中
心
の
収
取
を
「
年
貢
」
と
も
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
大
永
三
年
の
売
券
の
場
合
、
加
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

子
を
計
る
「
内
徳
升
」
で
公
方
年
貢
も
あ
わ
せ
て
収
納
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
公
方
年
貢
は
あ
ら
た
め
て
「
納
升
」
に
換
算
し
な
お
さ
れ
て
い

る
。
内
徳
升
で
計
っ
た
五
升
が
納
升
で
は
「
つ
つ
め
て
」
つ
ま
り
縮
ん
で
三
升
五
合
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
内
徳
升
一
升
は
納
升
七

合
に
あ
た
る
。
内
徳
升
は
公
方
年
貢
計
量
の
幾
つ
ま
り
庄
園
斗
の
七
割
し
か
な
い
小
さ
な
枡
で
あ
る
。
同
じ
成
菩
提
院
文
書
の
天
文
十
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

（一

ﾜ
四
四
）
と
推
定
さ
れ
る
「
成
菩
提
院
古
記
録
」
に
は
「
内
升
」
の
名
が
出
て
お
り
、
右
の
内
徳
升
が
単
に
内
升
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
内
通
は
観
音
寺
文
書
に
も
出
て
く
る
。
康
正
二
（
一
四
五
六
）
年
の
「
観
音
寺
仏
画
目
安
」
に
は
、
常
喜
本
庄
の
二
反
・
得
分
置
石
に
つ
い
て

常
喜
本
庄
ノ
内
八
坪
東
野
本
於
三
反
次
辰
已
角
半
折
壱
反
、
得
分
六
斗
、

書
二
通
ア
リ

又
ヨ
コ
田
東
縄
本
転
出
相
次
一
反
、
得
分
四
斗
、
い
上
磁
石
、
但
御
内
斗
定
、
文
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作
人
永
久
寺
治
部
定
米
入
斗
ニ
ナ
ル
ヵ

　
　
　
　
　
　
　
寺
升
二
六
斗
八
升
ア
ル
也

と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
　
「
御
内
斗
」
で
一
石
の
得
分
を
「
寺
斗
」
に
換
算
す
る
と
六
斗
八
升
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
内
斗
は
寺

斗
の
六
八
％
の
容
積
の
小
さ
い
枡
で
あ
り
、
成
菩
提
院
文
書
の
内
斗
と
近
似
し
て
い
る
。
但
し
寺
詣
は
前
章
で
引
用
し
た
如
く
、
庄
園
収
納
枡

の
太
郎
丸
升
に
対
す
る
領
主
算
用
枡
・
寺
内
枡
で
あ
る
。
論
難
の
容
積
は
太
郎
丸
升
の
九
割
強
で
あ
っ
た
か
ら
内
升
は
庄
斗
た
る
太
郎
丸
升
の

六
割
強
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
内
升
は
地
域
枡
と
い
え
る
か
ど
う
か
史
料
的
に
十
分
確
証
で
き
な
い
が
、
地
域
枡
一
般
の
性
格
を
示
す
に
足
る
事
例
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。
内
書
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
枡
が
庄
園
収
納
枡
よ
り
小
さ
か
っ
た
と
い
う
推
定
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
を
前
章
で
地
域

枡
の
代
表
例
と
し
た
銭
升
に
つ
い
て
追
求
し
て
み
よ
う
。

　
山
中
文
書
の
売
券
で
反
別
斗
代
の
判
明
す
る
も
の
は
第
三
表
の
如
く
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
天
文
年
間
以
降
の
も
の
は
一
石
を
こ
え
中
に
は
二

石
四
斗
と
い
う
高
斗
代
の
も
の
も
あ
る
。
ま
た
書
式
の
面
に
お
い
て
も
例
え
ば
第
工
＝
一
号
文
書
の
記
載
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
壱
段
者
　
但
徳
分
壱
石
五
斗
代
銭
下
定
也
、
此
内
公
方
弐
斗
地
頭
へ
入
、

表3　山中文書売券における斗代

番剖年至徳到公旅・他

O．444

0．45

O．1

Oa35

e．e26

0．024

備
伽
L
っ
ω
穏
泌
沿
革
⑳
鍛
M
M
招
鋤
B
E

至徳3

応永12

！！　17

長禄2
（年次）

天文8

！！　11

！1　12

弘治3

永禄5
！x

1
！

11

ij

6

7

9

10

元亀4

天正12

11　12

鵬
㎜
慨
獅
脳
瓢
鋤
㎜
脚
溜
撚
脚
螂
猫
脚
蜥
ク

（斗代の単位は石）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

　
　
　
　
　
　
　
此
外
無
諸
役
無
之
也
、

と
あ
る
よ
う
に
、
　
「
□
石
□
斗
代
」
と
い
う
表
現
が
成
立
し
、
そ
れ
は
加

地
子
得
分
に
公
方
年
貢
を
吸
収
し
た
収
取
内
容
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
山
中
文
書
に
は
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
の
山
中

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

大
和
守
の
譲
状
が
あ
る
。
こ
れ
は
高
木
昭
作
氏
も
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
ら
た
め
て
斗
代
別
に
筆
数
を
合
計
す
る
と
第
四
表
の
よ
う
に
な
る
。
一

筆
の
例
外
を
除
い
て
す
べ
て
一
石
代
以
上
で
あ
り
、
一
石
五
斗
以
上
が
六
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表4　山中大和守譲状の斗代

二一fait　　　　　　　某　　　　1　某f／F　　I　手f乍

1

1

1

1

王
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
2
　
　
　
　
　
り
ρ
　
　
　
　
　
1
　
　
1

1

1
　
　
5

1
2
3
6
3
3
5
1
1
5

7
　
　
1
　
　
　
　
　
3
　
　
1

2
　
　
1
　
　
1

解
m
U
謡
B
M
獅
鶏
實
鰺
ω
無
情
四
二
鍛
％
蝋
画
器
器
3
0
路
葡

41261

（灘婁脇慧劉

地域枡と地域梅力（村田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

中
田
一
、
五
二
石
、
下
田
一
、
三
五
石
、
氏
子
原
村
は
上
田
一
、
七
石
、
中
田
一
、
六
石
、
下
田
一

田
一
、
六
石
、
下
田
一
、
四
天
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
石
盛
は
全
国
的
に
み
て
高
い
部
類
に
属
す
る
。

す
る
と
上
田
は
二
石
代
を
わ
ず
か
に
こ
え
る
。
こ
の
石
盛
は
も
ち
ろ
ん
収
獲
高
で
あ
る
。

　
中
世
末
の
山
中
氏
の
所
有
地
の
二
代
は
、
高
木
氏
の
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
作
職
得
分
ま
で
含
め
た
「
一
嵩
」
支
配
地
の
出
代
で
あ
っ
て
も
、

山
中
氏
の
取
分
で
あ
っ
て
収
獲
高
の
一
部
分
で
あ
る
。
そ
の
盛
代
の
四
割
近
く
が
二
石
を
こ
え
三
石
に
達
す
る
も
の
も
あ
る
と
い
う
事
実
は
、

近
世
の
石
盛
に
く
ら
べ
て
あ
ま
り
に
も
異
常
で
あ
る
。
一
反
と
い
う
田
積
の
計
測
法
の
ち
が
い
、
穫
米
以
外
の
価
値
を
得
分
に
算
入
し
た
り
等

の
要
因
が
作
用
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
近
世
の
石
盛
の
数
値
よ
り
高
い
斗
代
が
得
分
と
し
て
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。
こ

の
こ
と
は
山
中
罠
関
係
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
売
券
類
の
得
分
記
載
に
ひ
ろ
く
言
え
る
こ
と
で
反
別
一
石
五
評
注
前
後
は
非
常
に
多
い
。
こ
の

こ
と
は
枡
の
大
き
さ
の
ち
が
い
と
い
う
こ
と
で
し
か
説
明
し
え
な
い
。
す
な
わ
ち
中
世
末
の
得
分
を
計
量
し
た
枡
は
京
枡
に
比
し
て
著
し
く
小

さ
か
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
山
中
氏
の
場
合
は
銭
升
が
そ
の
代
表
例
で
で
あ
る
。
第
二
章
で
み
た
如
く
雪
曇
は
内
評
、
庄
斗

等
に
く
ら
べ
て
も
一
割
ほ
ど
小
さ
か
っ
た
。
観
音
寿
文
書
で
内
野
は
寺
外
の
六
合
八
勺
、
成
菩
提
院
文
書
で
玄
徳
升
は
納
升
の
七
合
と
い
う
よ

う
に
加
地
子
計
量
枡
は
領
主
収
納
枡
よ
り
小
さ
か
っ
た
。
中
世
の
庄
園
収
納
枡
は
概
し
て
京
枡
の
八
～
九
割
と
み
て
よ
い
か
ら
、
加
地
子
得
分

を
計
示
し
た
地
域
枡
が
そ
れ
よ
り
一
～
三
割
小
さ
い
と
す
る
と
、
収
取
量
だ
け
で
近
世
の
石
盛
を
こ
え
る
世
代
を
計
り
出
す
こ
と
は
当
然
あ
り

七
％
、
二
一
以
上
が
四
〇
％
も
あ
る
、

　
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
山
中
氏
の
所
領
・
買

得
地
の
所
在
し
た
水
口
近
辺
の
隠
女
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
て
近
世
の
二
代
を
み
る
と
、
北
脇
村
は

上
田
一
、
七
二
、
中
田
一
、
四
石
、
下
田

　
　
　
　
　
　
㊧

一
、
二
石
、
泉
村
は
上
田
一
、
七
五
石
、

、
筆
石
、
林
口
村
は
上
田
一
、
八
石
、
中

三
〇
〇
歩
一
反
を
三
六
〇
歩
一
反
に
換
算
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う
る
わ
け
で
あ
る
。

　
本
章
で
扱
っ
た
地
域
枡
な
い
し
は
相
当
の
枡
は
、
い
ず
れ
も
容
積
の
絶
対
値
は
不
明
で
あ
る
が
、
武
佐
枡
・
日
野
升
は
『
近
江
蒲
生
郡
志
』

に
よ
る
と
実
物
な
い
し
は
実
寸
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
武
佐
枡
は
口
径
四
寸
六
分
五
厘
、
深
さ
二
寸
三
分
五
厘
な
の
で
容
積
は
五
〇
八
一
二
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

八
七
五
立
方
分
、
京
枡
の
七
合
八
勺
で
あ
る
。
肩
野
升
は
口
径
四
寸
六
分
五
厘
、
深
さ
二
寸
二
分
で
四
七
五
六
九
、
五
立
方
分
、
京
枡
の
七
合

三
勺
強
に
相
当
す
る
。
地
域
枡
の
容
積
の
代
表
例
と
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
庄
園
斗
よ
り
小
さ
い
地
域
枡
の
容
積
の
参
考
に
な
る
の
だ

ろ
う
。

　
要
す
る
に
、
戦
国
期
に
多
く
み
ら
れ
る
異
常
な
高
磐
代
は
、
戦
国
期
の
農
村
で
一
般
に
用
い
ら
れ
た
枡
が
非
常
に
小
さ
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

そ
れ
ら
の
枡
は
以
前
の
庄
園
制
下
の
収
納
枡
よ
り
も
さ
ら
に
小
さ
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
加
地
子
得
分
が
本
年
貢
を
圧
倒
・
吸
収
す
る
事

態
に
照
応
し
て
確
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
特
微
を
備
え
、
特
定
地
域
内
に
基
準
性
を
か
ち
え
た
枡
が
地
域
枡
な
の
で
あ
る
。
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①
今
堀
神
田
翠
帳
に
つ
い
て
は
熊
田
享
．
金
本
正
之
．
佐
々
木
銀
弥
・
脇
田
晴
子
・

　
丸
山
幸
彦
諸
氏
が
研
究
さ
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
脇
田
氏
は
「
中
世
商
業
の
展
開

　
一
今
堀
日
枝
神
社
文
雷
を
中
心
と
し
て
i
」
（
『
日
本
史
研
究
臨
五
【
）
等
で

　
厳
格
な
史
料
批
判
を
行
な
わ
れ
、
こ
れ
が
今
堀
郷
の
耕
地
の
一
部
分
で
神
田
に
な

　
つ
た
由
来
も
区
々
で
収
取
内
容
も
本
年
貢
収
納
・
得
分
権
取
得
地
が
混
合
し
て
い

　
る
た
め
、
階
層
構
成
の
分
析
等
に
直
接
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
わ
れ
て
い

　
る
。
ご
指
摘
の
通
り
と
思
わ
れ
る
が
、
記
載
の
様
式
に
は
｝
定
の
法
則
性
が
あ
り
、

　
ご
指
摘
の
本
年
聖
地
と
得
分
収
取
地
の
別
の
あ
る
こ
と
を
逆
に
活
用
し
て
枡
使
用

　
の
実
態
を
さ
ぐ
る
こ
と
の
で
き
る
史
料
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

②
永
正
七
年
十
二
月
十
九
日
「
今
堀
十
禅
師
田
畠
年
貢
目
録
帳
事
」
（
京
大
影
写

　
本
「
今
堀
R
舌
神
社
文
書
」
続
篇
一
）

③
寛
正
四
年
十
一
月
四
日
「
今
堀
神
田
納
日
記
」
（
同
右
続
篇
第
四
）

④
永
禄
九
年
十
二
月
半
今
堀
郷
十
禅
師
田
畠
年
貢
圏
録
帳
旧
事
」
（
同
朋
第
四
冊
）
。

⑤
永
禄
四
年
十
一
年
甲
虫
「
今
堀
郷
神
田
納
帳
」
（
同
右
続
篇
四
）
。

⑥
脇
田
氏
前
掲
論
文
。

⑦
永
正
七
年
半
前
掲
帳
。

⑧
永
禄
九
年
の
前
掲
帳
。

⑨
聖
火
影
写
本
第
六
冊
。

⑩
応
永
二
十
三
年
十
　
月
九
日
「
今
堀
惣
神
田
納
帳
」
（
同
石
続
篇
山
ハ
）
。

⑪
今
堀
に
お
け
る
大
升
・
小
聖
の
並
用
関
係
の
確
立
、
坂
田
郡
の
小
地
域
枡
た
る

　
夫
馬
升
の
登
揚
な
ど
の
事
実
か
ら
、
｝
五
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
の
土
一
揆
激
発
の

　
頃
に
在
地
構
造
が
割
き
変
化
し
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
本
格
的
、
第
二
次
な
地

　
響
応
の
確
立
を
本
論
の
よ
う
に
言
え
る
な
ら
、
そ
の
こ
と
か
ら
一
五
・
六
世
紀
の

　
交
、
つ
ま
り
領
国
形
成
を
伴
う
本
格
的
な
戦
国
時
代
へ
の
突
入
の
頃
に
も
在
地
構

　
造
の
変
化
に
一
つ
の
画
期
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
応
仁
文

　
蔦
葛
は
第
一
の
画
期
か
ら
第
二
の
画
期
へ
展
序
す
る
政
治
的
な
契
機
と
し
て
も
検



　
討
し
な
お
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

⑫
「
総
持
寺
証
書
」
九
（
『
改
訂
近
江
國
坂
田
郡
志
』
第
七
巻
）
。

⑬
同
右
三
六
。

⑭
『
改
訂
近
江
國
坂
田
郡
志
』
第
二
巻
。

⑮
「
総
持
寺
文
書
」
四
五
。

⑯
　
　
「
成
豊
偶
提
院
文
書
」
　
一
八
（
同
苗
書
止
）
。

⑰
「
公
方
年
貢
斗
定
五
升
」
と
い
う
記
載
は
「
公
方
年
貢
斗
」
と
い
う
独
自
の
枡

　
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
読
め
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
当
時
の
売
券
類
に
は
単
に
「
斗

　
定
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
関
係
者
に
は
衆
知
の
彼
の
斗
を
も
っ
て
定
め
る

　
と
い
う
意
味
の
用
語
法
で
あ
る
と
解
し
た
方
が
よ
い
。
そ
こ
で
単
な
る
「
斗
定
」

　
記
載
の
す
ぐ
前
に
「
内
徳
升
定
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
「
内
…
…
」
の
説
明
と
し
て

　
「
斗
定
」
が
記
さ
れ
る
場
合
は
、
省
略
ざ
れ
た
枡
名
は
「
内
室
升
」
に
ほ
か
な
ら

　
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

⑱
『
改
訂
近
江
國
坂
田
郡
志
』
七
。

⑲
同
右
書
七
。

⑳
神
宮
文
庫
所
蔵
「
山
中
文
庫
」
記
三
〇
「
大
和
入
道
ゆ
づ
り
状
」
。
高
木
昭
作

　
氏
は
前
掲
論
文
で
こ
の
譲
状
を
天
正
十
二
年
と
さ
れ
て
い
る
が
、
天
正
十
三
年
の

　
記
載
が
一
ケ
所
あ
る
の
で
、
天
正
十
三
年
に
最
後
的
に
筆
録
さ
れ
た
も
の
と
考
え

　
ら
れ
る
。

⑳
　
高
木
氏
が
前
掲
論
文
で
作
成
さ
れ
た
表
よ
り
も
か
な
り
筆
数
が
ふ
え
た
。
高
木

　
氏
は
「
某
作
」
と
記
さ
れ
た
も
の
は
作
職
保
留
地
、
　
「
某
」
と
だ
け
あ
る
も
の
は

　
「
｝
職
」
支
配
地
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
菜
作
」
地
に
も
高
当
代
の
も
の
が
あ
り
、

　
必
ら
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
区
分
し
き
れ
な
い
複
雑
な
要
因
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い

　
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

㊧
⑱
　
正
徳
二
年
指
出
帳
（
以
下
『
水
口
町
恣
』
下
巻
）
に
よ
る
。

⑳
　
元
和
八
年
指
出
帳
。

㊧
　
延
宝
七
年
村
高
書
上
。

（
⑳
　
『
近
江
蒲
生
郡
志
阯
で
は
八
合
二
勺
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
同
書
所
載
の
か
よ

　
う
な
寸
法
よ
り
割
出
す
と
七
合
入
勺
相
当
に
な
る
。

四
　
地
域
枡
と
小
領
主
連
合

地域枡と地域権力（村田）

　
事
由
が
支
配
的
に
用
い
ら
れ
た
水
口
西
部
、
柏
木
御
厨
と
そ
の
周
辺
に
は
山
中
・
伴
・
美
濃
部
の
三
献
が
芝
居
し
て
い
た
。
山
中
茂
は
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

田
善
人
・
高
木
昭
作
両
氏
の
研
究
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
同
名
申
惣
の
組
織
で
柏
木
御
厨
南
半
分
を
支
配
し
て
い
た
。
近
世
に
宇
田
・
北
脇
・

植
・
酒
人
・
泉
の
五
ケ
村
と
な
る
こ
の
地
域
は
、
水
口
橋
詰
で
取
水
し
た
二
本
の
井
溝
（
近
世
に
「
綾
井
」
と
呼
ば
れ
る
）
に
依
存
す
る
水
田

　
　
　
　
　
②

地
帯
で
あ
る
。
山
中
氏
は
も
と
鈴
鹿
峠
の
西
麓
山
中
村
の
地
頭
職
と
鈴
鹿
関
警
固
役
に
任
じ
、
鎌
倉
後
半
期
に
柏
木
御
厨
の
宇
田
に
移
っ
て
御

厨
保
司
職
・
検
断
職
等
を
あ
わ
せ
持
っ
た
。
伊
勢
神
宮
の
御
厨
支
配
は
応
仁
文
明
乱
頃
を
境
に
有
名
無
実
化
し
て
い
っ
た
も
よ
う
で
、
神
宮
の

支
配
め
認
め
ら
れ
る
最
後
の
史
料
は
文
安
五
年
置
一
四
四
八
）
、
太
神
宮
祭
主
宗
直
の
訴
え
に
よ
り
幕
府
が
美
濃
部
氏
の
用
水
違
畿
を
禁
止
し
た
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’
③
　
　

…
　

L
，
　
　
　
　
　
④

も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
頃
ま
で
に
柏
木
御
厨
に
は
飛
鳥
井
家
傾
や
西
芳
寺
傾
が
混
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
庄
園
制
支
配
の
枠
を
破
っ
た

土
豪
・
小
領
主
層
の
地
域
支
配
が
こ
の
頃
か
ら
形
成
さ
れ
は
じ
め
る
。
加
地
子
得
分
権
の
集
積
と
一
族
・
離
宮
組
織
の
形
成
を
特
徴
と
す
る
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

領
主
と
し
て
の
側
面
が
山
中
氏
の
場
合
に
も
顕
著
に
う
か
が
え
る
。
文
安
五
年
に
美
濃
部
氏
が
新
井
を
立
て
て
柏
木
郷
の
用
水
の
水
を
奪
っ
た

一
件
は
、
小
領
主
層
が
用
水
の
掌
握
を
契
機
に
領
主
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
運
動
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
用
水
争
論
は
太
神
宮
祭
主
か
ら

訴
え
て
幕
府
が
裁
決
し
て
い
る
が
、
文
明
乱
以
後
に
な
る
と
近
隣
の
小
領
主
相
互
間
に
調
停
を
行
う
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
畏
言
上
　
抑
就
福
長
与
相
論
条
々
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
欝
）

　
　
一
、
河
原
田
み
そ
の
事
、
依
御
下
知
ほ
ん
そ
盆
画
仰
三
面
、
山
岡
方
多
喜
中
蓋
証
状
二
間
、
一
両
を
進
上
申
落
去
候
処
二
、
今
度
同
み
そ
於
高
せ
き
二
仕
、

　
　
さ
か
さ
ま
に
水
於
可
取
由
申
事
、
言
語
道
断
次
第
候
、

　
　
　
　
　
　
（
後
略
）
　
　
　
⑥

こ
れ
は
文
明
一
六
年
（
一
四
八
四
）
、
福
長
某
と
の
用
水
相
論
で
山
中
重
俊
が
奉
行
所
に
上
し
た
言
上
条
々
事
書
で
あ
る
。
結
局
は
守
護
の
裁
決

に
ま
っ
た
と
し
て
も
、
甲
賀
郡
内
の
土
豪
で
あ
る
山
岡
と
多
喜
の
証
状
を
得
て
訴
訟
は
い
っ
た
ん
落
去
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
土
豪
相
互

間
に
調
停
を
行
う
機
能
と
条
件
が
備
わ
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
甲
賀
の
土
豪
層
の
連
合
組
織
で
あ
る
郡
中
等
が
奉
行
十
人
置
よ
る
執
行
機

関
を
備
え
て
確
立
す
る
の
は
、
高
木
昭
作
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
織
田
信
長
の
進
出
に
対
峙
し
た
永
禄
末
年
で
あ
ろ
う
が
、
近
隣
の
土
豪
が
臨

時
に
グ
ル
ー
プ
を
組
ん
で
地
域
の
秩
序
維
持
に
動
く
慣
習
は
、
一
五
世
紀
の
末
か
ら
成
立
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
。
地
域
的
な
小
領
主
連
合
は

ま
ず
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
小
地
域
毎
に
惣
と
し
て
の
組
織
を
確
立
さ
せ
て
い
っ
た
。
旧
柏
木
御
惣
の
地
で
は
山
中
・
伴
・
美
濃
部
三
聖
が
柏
木

三
方
中
を
結
成
し
た
。
史
料
的
初
見
は
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
で
あ
る
。

　
御
請
取
御
無
事
候
様
二
石
部
三
郷
之
御
本
入
還
御
教
訓
候
て
、
弓
矢
之
御
難
有
間
敷
候
、
若
此
旨
私
曲
壷
掘
誉
者
、
此
起
請
文
御
罰
深
厚
可
蒙
罷
者
也
、
傍

　
起
請
文
前
書
如
件

　　

@
葎
八
饗
ハ
尋
九
・
山
㎡
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地域枡と地域権力（村田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
惣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
濃
部

　
　
　
　
案
文
　
　
　
　
　
　
　
　
惣
　
　
⑦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
の
文
書
は
案
文
で
宛
名
が
な
い
が
、
同
年
七
月
二
日
、
八
郷
高
野
惣
・
身
寄
中
惣
・
柑
子
下
衆
惣
・
夏
見
衆
惣
・
岩
根
衆
惣
の
連
署
条
々
と

同
じ
事
件
の
も
め
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
古
物
下
庄
名
主
百
姓
中
に
対
し
て
野
洲
川
を
は
さ
ん
で
対
岸
に
あ
る
石
部
三
郷
と
の
争
い
を
「
伴
・
山

中
・
美
濃
部
三
方
」
の
異
（
意
）
見
も
得
て
落
去
す
べ
き
こ
と
を
異
見
し
た
も
の
で
あ
る
。
山
中
・
伴
・
美
濃
部
三
方
面
異
見
の
内
容
は
年
欠

　
　
⑨

の
案
文
に
よ
る
と
、
石
部
三
郷
と
の
重
水
争
論
は
前
の
「
判
者
衆
」
の
御
異
見
を
得
て
落
着
す
べ
き
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
黒
物
名
主
中
の

「
二
階
門
」
を
悉
く
放
火
す
る
こ
と
、
　
「
二
階
門
」
が
な
け
れ
ば
代
り
に
「
内
門
」
を
放
火
し
て
、
そ
の
上
で
名
主
中
が
石
部
三
郷
の
名
主
中

と
河
田
宮
の
鳥
居
の
前
で
「
礼
儀
」
し
て
決
着
す
る
こ
と
、
等
と
な
っ
て
い
る
。
紛
争
の
過
程
で
檜
物
名
主
百
姓
中
が
石
部
三
郷
の
家
を
焼
打

し
た
ら
し
く
、
事
件
落
去
の
た
め
に
代
償
と
し
て
檜
物
庄
側
の
コ
一
階
門
」
の
焼
払
い
を
命
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
紛
争
の
非
常
に
こ
ま
か
な

事
情
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
裁
決
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
三
方
が
異
見
を
行
う
資
格
は
「
判
者
衆
」
と
し
て
で
あ
り
、
お
そ
ら

く
甲
賀
郡
中
惣
よ
り
権
限
を
委
譲
さ
れ
で
判
者
衆
と
な
っ
て
こ
の
事
件
の
裁
決
に
臨
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
小
領
主
の
山
中
・
伴
・
美
濃
部
各
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
同
名
中
惣
を
結
成
し
て
小
地
域
の
支
配
を
固
め
つ
つ
、
外
に
は
相
互
に
結
び
あ
っ
て
柏
木

三
方
中
分
を
形
成
す
る
。
石
部
柑
子
袋
・
夏
見
・
岩
根
各
村
に
も
小
領
主
層
の
主
導
す
る
「
惣
」
が
存
在
し
て
互
い
に
連
合
し
は
じ
め
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
事
物
下
庄
の
場
合
は
特
に
有
力
な
小
領
主
の
下
に
求
心
的
に
結
ぶ
の
で
な
く
「
名
主
百
姓
中
」
と
い
う
名
主
連
合
の
形
を
と
っ

て
い
る
。
山
中
氏
の
同
名
中
惣
の
場
合
も
、
石
田
善
人
磯
に
よ
れ
ば
、
山
中
氏
が
没
落
す
る
と
そ
の
下
に
か
く
れ
て
い
た
農
民
的
な
惣
結
合
が

に
わ
か
に
歴
史
の
表
面
に
出
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の
小
地
域
の
「
惣
」
に
み
ら
れ
る
小
領
主
の
同
名
中
惣
的
形
態
と
名
主
百
姓
中
質
的

形
態
と
は
、
経
済
的
な
発
展
段
階
と
い
う
点
で
は
大
き
な
ち
が
い
は
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。
、

　
小
地
域
毎
に
群
略
す
る
小
領
主
の
惣
は
成
立
当
初
か
ら
相
互
に
母
水
蜜
の
問
題
で
対
立
す
る
が
、
や
が
て
対
立
を
克
服
し
て
小
地
域
毎
に
結

び
あ
い
（
そ
れ
が
さ
ち
に
広
域
的
に
結
合
し
て
で
き
上
っ
た
の
が
甲
賀
郡
中
心
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
郡
中
将
に
至
る
ま
で
に
、
小
地
域
か
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ら
広
地
域
へ
、
小
領
主
連
合
の
地
域
権
力
の
形
成
の
歴
史
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
同
名
中
墨
一
三
方
中
惣
－
郡
中
手
と
い
う
三
段
階
に
発
展

す
る
地
域
権
力
の
権
能
は
、
用
水
、
境
相
論
の
調
停
か
ら
領
内
の
検
断
権
行
使
に
ま
で
及
ん
だ
。
永
禄
九
年
（
一
五
第
六
）
の
柏
木
三
方
静
寧
の

八
ケ
条
の
申
合
起
請
文
は
「
三
方
領
中
」
に
お
け
る
盗
人
の
成
敗
等
の
治
安
維
持
を
「
三
方
一
味
」
　
「
三
方
同
前
」
に
行
な
う
こ
と
を
決
め
て

い
る
。
石
田
氏
の
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
こ
れ
は
基
本
的
に
は
各
同
名
中
惣
の
下
に
あ
る
若
党
・
百
姓
等
の
つ
き
上
げ
に
単
独
で
は
対
処
し
き
れ

ず
三
者
が
地
域
的
に
結
合
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
甲
賀
郡
中
惣
の
よ
う
に
広
域
の
連
合
権
力
に
な
る
と
、
全
域
に
共
通
す
る
規
定
と
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

伊
賀
の
「
惣
国
一
揆
掟
書
」
の
よ
う
に
戦
時
の
布
陣
・
発
向
の
と
り
き
め
以
上
に
は
進
ま
ず
、
こ
ま
か
な
所
務
沙
汰
は
療
友
の
ケ
ー
ス
に
つ
い

て
、
先
引
の
例
の
如
く
特
定
の
土
豪
を
「
判
者
衆
」
や
「
走
舞
」
に
任
じ
て
裁
決
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
柏
木
三
方
惣
結
成
以
前
と
思
わ
れ
る
天
文
一
〇
年
（
一
五
四
｝
）
の
次
の
史
料
に
よ
る
と
甲
賀
郡
中
墨
の
形
成
過
程
が
よ
く
う
か
が
え
る
。
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美
濃
部
殿
与
武
嶋
方
公
事
付
申
合
条
々

　
　
一
、
武
嶋
方
山
之
内
あ
れ
田
よ
り
毎
年
参
斗
之
年
貢
水
口
市
舛
二
可
入
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
郎
左
衛
門
方

　
　
一
、
あ
れ
田
の
上
の
木
蕃
、
来
年
の
耕
作
前
三
内
貴
方
山
中
築
後
守
同
春
好
者
両
一
二
人
を
御
供
申
き
り
可
申
事
、

　
　
一
、
如
此
申
調
候
上
者
、
如
前
々
無
御
等
閑
様
二
可
被
仰
調
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
薯
田
兵
衛
尉

　
　
天
文
十
年
七
月
廿
一
日
　
　
　
　
　
　
　
名
乗
　
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
猪
飼
九
郎
兵
衛
尉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
乗
　
判

　
　
　
内
貴
太
郎
左
衛
門
尉
殿

　
　
　
山
中
筑
後
入
道
殿
参
　
⑪

美
濃
部
氏
と
武
嶋
方
が
荒
田
の
年
貢
と
境
の
立
木
の
こ
と
に
つ
い
て
争
い
、
多
由
乞
田
氏
と
猪
飼
民
が
判
者
と
な
っ
て
仲
裁
の
申
合
わ
せ
が
成
立

し
た
の
で
あ
る
。
木
を
切
る
に
あ
た
っ
て
は
係
争
地
の
近
く
に
幡
居
す
る
内
貴
太
郎
左
衛
門
尉
・
山
中
筑
後
守
・
山
中
春
好
（
俊
好
）
の
代
理

人
、
都
合
三
人
が
現
場
で
立
合
い
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
小
領
主
間
の
紛
争
に
際
し
て
臨
機
に
近
隣
の
小
領
主
が
調
停
に
お
も
む
く
段
階
よ



地域粉と地域権力（村田）

り
一
歩
進
み
、
近
隣
の
山
中
・
内
貴
等
は
事
情
を
知
っ
て
い
る
の
で
現
場
の
立
会
い
を
す
る
が
、
調
停
は
よ
り
第
三
老
的
な
立
場
に
立
ち
う
る

遠
方
の
小
領
主
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
客
観
的
な
調
停
機
能
が
結
実
し
た
の
が
甲
賀
郡
中
惣

で
あ
る
。

　
こ
の
申
合
の
内
容
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
武
嶋
方
の
荒
田
か
ら
美
濃
部
氏
の
方
へ
入
れ
る
三
斗
の
年
貢
を
営
営
す
る
枡
を
「
水
口
市

舛
」
と
指
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
庄
園
内
で
一
円
に
流
通
し
た
庄
園
収
納
枡
の
権
威
が
く
ず
れ
、
第
一
次
的
な
地
域
枡
（
小
地
域
枡
）
に

分
散
化
し
て
以
後
、
使
用
す
る
枡
の
指
定
は
個
々
の
土
地
売
買
の
都
度
、
当
時
語
間
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
が
売
券
の
枡
記
載
と

な
っ
て
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
地
域
枡
が
発
達
し
て
あ
る
程
度
広
域
的
に
基
準
性
を
備
え
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
使
用
基

準
性
を
保
証
す
る
力
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
は
従
来
十
分
に
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
地
域
枡
が
商
業
枡
と
し
て
成
長

し
て
き
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
地
域
（
地
域
的
市
場
圏
）
の
中
心
に
あ
る
市
の
商
人
の
問
で
枡
の
基
準
性
の
保
証
が
与
え
ら
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
宝
月
氏
の
著
書
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
氏
が
引
か
れ
た
紀
伊
国
労
河
魚
の
重
手
座
の
場
合
は
、
史
料
に
あ
ら
わ
れ

た
限
り
で
は
「
枡
取
」
－
計
量
の
権
限
を
燕
手
座
商
人
が
持
ち
、
新
た
に
計
最
権
を
主
張
し
た
惣
村
と
の
間
で
永
正
元
年
（
一
五
〇
三
）
に
相
論
が

生
じ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
お
そ
ら
く
特
定
の
枡
を
指
定
す
る
権
限
も
あ
わ
せ
も
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
商
人

の
下
で
基
準
性
を
保
証
さ
れ
て
い
た
枡
が
、
直
接
商
行
為
と
関
係
の
な
い
周
辺
農
村
で
の
得
分
米
計
量
に
も
拡
大
使
用
さ
れ
て
広
域
の
地
域
枡

と
な
る
よ
う
な
場
合
、
そ
う
い
う
市
場
外
で
の
流
通
を
保
証
す
る
も
の
は
何
か
、
と
い
う
聞
落
が
残
る
。
も
ち
ろ
ん
当
該
市
場
の
流
通
圏
に
包

含
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
枡
の
使
用
も
自
ら
規
制
さ
れ
て
く
る
と
い
う
側
画
は
無
視
で
き
な
い
が
、
用
水
争
論
や
境
争
論
に
お
い
て
細
部
に

わ
た
っ
て
規
謝
し
う
る
地
域
権
力
の
存
在
を
前
提
し
て
地
域
的
な
枡
の
秩
序
を
考
え
る
と
き
、
小
領
主
の
連
合
権
力
が
そ
の
枡
の
基
準
性
の
保

証
に
大
き
な
機
能
を
は
た
し
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
前
癌
の
例
に
お
い
て
は
美
濃
部
・
武
画
風
残
の
紛
争
地
に
お
い
て

は
「
水
口
二
二
」
が
、
忙
中
惣
の
前
身
た
る
小
領
主
の
連
合
組
織
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
般
的
に
推
定
し

う
る
地
域
権
力
の
枡
保
証
機
能
が
甲
賀
の
小
領
主
連
合
に
も
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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た
だ
し
こ
の
「
水
口
並
倉
」
が
ど
の
程
度
基
準
性
を
も
っ
て
、
ど
の
範
囲
に
使
用
さ
れ
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
美
濃
部
氏
と
武
嶋
方
の

係
争
地
は
水
口
郷
（
美
濃
部
郷
）
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
あ
た
り
は
む
し
ろ
問
題
の
銭
升
の
使
用
圏
に
属
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

先
の
申
合
の
行
な
わ
れ
た
年
よ
り
二
年
経
た
天
文
一
二
年
に
美
濃
部
米
田
茂
在
が
山
中
久
俊
に
売
渡
し
た
田
地
一
反
の
売
券
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

　
　
合
壱
段
者
　
但
徳
分
壱
石
五
斗
代
銭
舛
定
也
、
此
内
公
方
弐
斗
地
頭
へ
入
、
此
外
無
諸
役
無
之
也
、

　
　
在
江
州
甲
賀
上
郡
水
口
郷
之
内
下
し
ん
か
い
柴
谷
二
在
之

　
　
四
至
限
　
東
ハ
同
名
三
郎
兵
衛
方
ノ
下
地
ヲ
　
西
ハ
同
名
武
嶋
方
下
地
ヲ
　
熟
田
同
製
郎
兵
衛
方
下
地
ヲ
　
北
開
キ
シ
ヲ

と
あ
り
、
武
嶋
方
を
含
め
美
濃
部
同
名
中
の
土
地
が
入
り
組
む
水
口
郷
下
新
開
で
は
銭
升
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
地
域
か
ら
以
西
の
、
美

濃
部
・
山
中
・
伴
三
氏
の
三
方
中
支
配
地
域
で
は
圧
倒
的
に
銭
升
の
使
用
が
優
越
し
て
い
た
こ
と
は
第
二
章
で
見
た
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

永
禄
六
年
に
中
山
村
の
田
地
を
伴
同
名
中
の
村
岡
が
山
中
俊
好
に
売
っ
た
売
券
で
は

　
　
合
弐
三
者
但
し
徳
分
四
石
八
斗
代
、
升
者
水
口
銭
升
之
定
、
此
外
無
諾
役
者
也

　
在
江
州
甲
賀
上
郡
柏
木
郷
中
山
村
内
字
ム
ラ
サ
ウ
ロ

　
　
限
四
点
　
東
馬
道
、
同
沙
弥
之
下
地
ヲ
　
西
郡
同
名
彦
四
郎
方
同
軸
田
元
田
ヲ
　
南
富
川
ヲ
　
北
ハ
山
中
甚
左
衛
門
尉
方
下
地
ヲ
、
同
名
新
城
方
下
地
ヲ

と
な
っ
て
お
り
、
　
「
水
口
銭
升
」
の
名
が
見
え
る
。
丘
陵
を
へ
だ
て
て
南
部
の
山
中
氏
支
配
域
で
の
銭
升
と
の
関
連
が
問
題
と
な
る
。

　
先
に
玉
田
寺
の
算
用
状
で
銭
升
が
内
斗
や
庄
斗
を
お
さ
え
て
地
域
的
な
使
用
基
準
性
を
も
っ
た
こ
と
を
見
た
が
、
そ
の
玉
田
寺
は
山
中
氏
の

本
拠
地
宇
田
村
に
あ
り
、
山
中
・
伴
両
氏
が
年
預
を
出
し
て
共
同
経
営
し
て
い
た
寺
で
あ
る
。
山
中
馬
は
古
く
正
平
一
〇
年
（
【
三
五
五
）
に
道

　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

俊
が
置
文
で
、
勝
福
寺
と
と
も
に
住
持
の
選
任
・
寺
田
の
維
持
・
法
纂
の
施
行
等
に
つ
い
て
定
め
遺
し
て
い
る
し
、
応
安
七
年
（
一
三
七
四
）
に

　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
山
中
浄
俊
．
の
譲
状
に
「
玉
田
寺
国
清
寺
二
相
計
齢
し
の
一
条
を
設
け
て
お
り
、
康
応
元
年
（
一
三
八
九
）
の
玉
田
寺
住
持
の
三
年
交
代
制
を
定

　
　
　
　
　
　
⑱

め
た
衆
徒
連
署
状
に
唯
一
人
の
俗
人
と
し
て
山
中
溜
塗
が
住
持
の
次
に
名
を
連
ね
て
い
る
な
ど
、
玉
田
寺
の
経
営
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
独
占
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

位
置
を
し
め
て
い
た
が
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
当
言
も
経
営
に
参
姻
し
出
し
た
よ
う
で
あ
る
。
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
の
玉
田
寺
売
券
で
は
「
玉
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田
寺
評
定
衆
」
　
「
山
中
年
預
」
　
「
伴
年
預
」
　
「
檀
那
山
中
橘
左
衛
門
尉
」
　
「
檀
那
伴
石
部
」
の
五
者
が
連
署
し
て
お
り
、
こ
の
形
は
天
正
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（一

ﾜ
七
四
）
の
玉
田
寺
借
米
状
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
玉
田
寺
の
借
米
算
用
は
文
明
年
間
か
ら
面
向
で
行
な
わ
れ
、
降
っ
て
右
の
売
券
・

借
米
状
の
紫
も
や
は
り
銭
貨
で
計
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
斗
升
が
玉
田
寺
を
含
む
山
中
氏
支
配
地
域
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す

だ
け
で
な
く
、
玉
田
寺
の
経
営
を
介
し
て
伴
氏
も
銭
升
に
よ
る
算
用
に
あ
ず
か
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
先
の

伴
茂
支
配
地
域
で
の
「
水
口
銭
升
」
は
「
水
口
」
の
藷
が
冠
さ
れ
て
い
る
点
が
特
殊
で
あ
る
が
、
銭
卜
そ
の
も
の
と
み
な
し
て
さ
し
つ
か
え
な

　
　
　
　
　
　
⑳

い
よ
う
で
あ
る
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
銭
升
は
少
く
と
も
山
中
・
伴
・
美
濃
部
三
氏
の
柏
木
三
方
中
の
支
配
域
で
戦
国
全
期
を
通
じ
て
使
用
さ
れ
た
地
域
枡
で

あ
り
、
さ
ら
に
当
時
の
小
領
主
連
合
が
相
論
に
際
し
て
枡
の
指
定
を
行
な
っ
た
事
実
と
山
中
・
伴
両
氏
が
玉
田
寺
に
お
い
て
銭
升
基
準
の
算
用

を
行
な
っ
た
こ
と
等
を
あ
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
中
退
の
使
用
基
準
性
は
柏
木
三
方
中
の
小
領
主
連
合
の
力
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
た
と
言

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
つ
の
惣
村
内
部
に
お
け
る
小
地
域
の
枡
の
保
証
は
、
惣
村
自
身
が
行
な
い
え
た
。
例
え
ば
第
三
章
で
引
い
た
今
堀
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
小
升
は
、
会
内
限
り
の
も
の
か
よ
り
広
域
の
地
域
枡
が
当
郷
に
も
及
ん
だ
も
の
か
不
明
だ
が
、
永
正
一
〇
年
（
一
五
一
三
）
周
琢
寄
進
状
に
よ

る
と
「
加
地
子
　
惣
ノ
小
硯
六
舛
ノ
定
」
と
規
定
し
て
あ
り
、
使
用
過
程
で
若
干
の
異
種
を
生
じ
は
じ
め
た
ら
し
い
小
舛
に
つ
い
て
特
に
基
準

と
な
る
べ
き
も
の
を
「
惣
ノ
小
額
」
と
し
て
制
定
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
個
々
の
村
を
こ
え
た
広
騰
の
地
域
枡
に
つ
い
て
は
数
個
の
惣
村
が
結

合
し
た
惣
郷
連
合
や
小
領
主
連
合
が
制
定
も
し
く
は
保
証
し
た
と
い
う
こ
と
は
か
な
り
一
般
化
で
き
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
①
同
名
中
の
下
に
被
官
層
よ
り
な
る
「
若
党
」
の
組
織
を
合
わ
せ
た
も
の
が
二
　
　

開
発
と
共
に
古
い
と
思
わ
れ
る
。
間
題
は
こ
の
よ
う
な
用
水
が
通
っ
て
も
な
お
か

　
家
中
」
で
あ
る
。
山
中
屋
敷
の
あ
る
宇
田
村
で
は
、
近
世
に
村
人
年
寄
中
に
対
す

　
る
若
党
組
の
形
で
こ
の
組
織
が
続
き
、
最
近
ま
で
選
捌
が
残
っ
た
。

②
高
木
昭
作
氏
は
こ
の
用
水
の
開
発
を
山
中
段
の
「
領
主
」
化
の
前
提
と
し
て
考

　
え
て
お
ら
れ
る
。
つ
ま
り
応
仁
文
明
乱
を
あ
ま
り
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
よ
う
に
考
え

　
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
野
洲
川
本
流
か
ら
取
水
す
る
井
溝
が
な
け
れ

　
ば
柏
木
郷
の
水
田
化
は
無
理
な
の
で
「
綾
井
」
に
相
当
す
る
用
水
銘
は
柏
木
御
厨

　
つ
不
安
定
耕
地
と
し
て
残
さ
れ
る
「
河
原
」
田
が
安
定
化
す
る
段
階
と
山
中
氏
の

　
「
領
主
」
化
（
私
の
立
場
で
は
「
小
領
主
」
化
）
と
の
関
連
で
あ
る
。

③
「
山
中
文
書
」
一
五
四
～
　
六
二
。

④
長
禄
四
（
一
四
六
〇
）
年
の
「
室
町
将
軍
家
御
教
書
案
」
（
山
申
文
書
一
六
八
）

　
に
は
「
飛
鳥
井
家
領
近
江
国
柏
木
庄
内
宇
田
大
和
守
交
名
在
別
懇
跡
事
…
…
」
と

　
あ
り
、
雪
年
の
別
の
御
教
書
案
ハ
同
一
六
九
）
で
は
「
西
方
寺
雑
掌
」
の
主
張
を
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・

　
容
れ
て
「
近
江
国
酒
人
御
年
貢
」
再
を
寺
家
に
沙
汰
す
べ
き
を
命
じ
て
い
る
ぴ
寛
正

　
三
八
｝
四
六
二
）
の
「
出
中
高
俊
言
上
状
」
に
は
「
さ
い
は
う
堪
り
や
う
さ
か
う

　
と
の
か
う
」
と
あ
る
。
伊
勢
神
宮
領
と
し
て
の
柏
木
御
厨
と
の
関
連
が
明
ら
か
で

　
な
い
が
、
庄
魍
領
主
権
は
事
実
上
伊
勢
神
宮
・
飛
鳥
井
家
・
西
芳
寺
等
に
分
割
さ

　
れ
、
伊
勢
神
宮
領
と
し
て
の
祭
主
保
は
宇
治
河
原
の
地
に
限
定
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た

　
と
思
わ
れ
る
。

⑤
土
地
所
有
が
一
円
的
で
な
く
個
々
の
散
在
地
片
に
対
す
る
地
主
的
土
地
所
有
で

　
あ
る
点
に
国
人
領
主
と
の
相
違
を
認
め
、
　
「
小
領
主
ト
制
の
分
析
対
象
と
し
た
。

⑥
「
山
中
文
書
」
一
八
六
。

⑦
同
右
二
三
二
。

⑧
『
甲
賀
郡
志
』
上
巻
二
七
六
頁
、
「
山
本
順
蔵
氏
所
蔵
文
害
」
。
高
木
氏
前
掲
論

　
文
に
全
文
引
用
さ
れ
分
析
が
加
え
ら
れ
て
あ
る
。

⑨
「
由
中
文
書
」
二
七
六
。

⑩
r
石
田
善
人
氏
は
¶
甲
賀
郡
主
題
と
伊
賀
惣
国
一
揆
」
で
こ
の
掟
書
を
全
文
引
用

　
さ
れ
、
天
文
一
二
年
か
ら
永
禄
五
年
ま
で
に
作
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

⑪
「
山
中
文
書
」
二
〇
九
。

⑫
　
宝
月
氏
『
中
世
二
世
史
の
研
究
』
三
四
六
ペ
ー
ジ
。

⑬
　
　
「
山
中
文
書
」
二
一
二
。

⑭
同
右
二
二
五
。

⑮
同
番
五
九
。

⑮
玉
田
寺
・
勝
福
寺
を
あ
わ
せ
て
「
二
階
堂
」
と
い
い
、
今
日
の
唯
称
寺
に
連
な

　
つ
た
。

⑰
「
山
中
文
書
」
九
一
。

⑱
同
右
一
一
四
。

⑲
　
同
右
二
〇
八
。

⑳
同
右
二
五
五
。

⑳
さ
ら
に
推
測
を
重
ね
て
「
水
口
各
論
」
も
銭
升
の
こ
と
だ
と
言
え
な
い
こ
と
も

　
な
い
が
、
、
確
証
が
な
い
の
で
こ
の
際
は
措
く
ご
と
に
す
る
。

⑳
　
　
「
今
堀
日
吉
神
社
文
欝
」
京
大
影
写
本
第
五
冊
。
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五
　
結

び

　
戦
国
時
代
に
特
徴
的
な
地
域
枡
は
共
通
し
て
加
地
子
米
を
計
量
す
る
の
に
用
い
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
が
お
し
な
べ
て
そ
れ
ま
で
の
庄
園
領
主

の
制
定
に
よ
る
庄
園
枡
に
く
ら
べ
て
小
量
で
あ
る
理
由
は
、
当
時
の
米
の
商
品
化
の
あ
り
方
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
諸
先
学
の
研
究

に
よ
っ
て
、
畿
内
・
近
江
の
地
域
で
は
、
農
民
の
も
と
に
剰
余
米
が
生
ま
れ
一
五
世
紀
か
ら
土
地
の
売
買
・
農
民
的
な
職
の
分
化
が
激
化
す
る

　
①

こ
と
、
応
仁
文
明
乱
頃
か
ら
そ
れ
ら
放
出
さ
れ
る
加
地
子
得
分
が
高
利
貸
商
人
と
な
ら
ん
で
惣
村
内
の
土
豪
・
地
謡
層
の
手
も
と
に
集
中
し
、

彼
ら
の
地
主
と
し
て
の
新
し
い
活
動
が
、
単
純
に
兵
農
分
離
に
収
敏
し
え
な
い
独
自
の
在
地
秩
序
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
が
明
き
ら
か
に
さ

　
　
　
　
　
②

れ
つ
つ
あ
る
ゆ
私
は
こ
れ
ら
土
豪
層
の
性
格
に
つ
い
て
、
地
主
的
な
発
展
と
と
も
に
、
一
族
・
被
官
組
織
を
基
礎
に
領
主
的
な
支
配
の
可
能
性
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を
胚
胎
し
た
小
領
主
と
し
て
の
発
展
の
側
面
も
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
彼
ら
の
成
長
の
契
機
と
し
て
土
地
の
買
得
・
集
積
が

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
土
地
が
得
分
権
と
し
て
売
買
さ
れ
る
こ
の
段
階
で
は
、
土
地
の
移
動
は
と
り
も
な
お
さ
ず
得
分
米
の
移
動

で
あ
る
。
地
主
や
高
利
貸
商
人
の
も
と
に
集
積
さ
れ
た
得
分
米
は
、
そ
こ
で
消
費
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
商
品
米
と
し
て
売
却
さ
れ
た
。
出
挙

米
と
し
て
貸
し
出
さ
れ
高
率
の
利
米
を
伴
っ
て
回
収
さ
れ
た
米
も
結
局
は
商
品
米
と
し
て
売
却
さ
れ
た
。
そ
の
米
の
消
費
者
は
、
巨
大
な
ア
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
③
　
　
　
　
　
　
④

ア
的
酋
都
・
京
都
と
奈
良
で
あ
る
。
豊
田
武
氏
や
脇
田
晴
子
氏
ら
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
室
町
時
代
の
京
都
や
奈
良

に
集
住
す
る
庄
園
領
主
は
遠
隔
庄
園
か
ら
代
銭
轡
で
得
た
銭
で
畿
内
・
近
江
の
い
わ
ば
首
都
周
辺
農
村
か
ら
米
を
購
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

以
前
の
庄
園
制
に
お
い
て
は
中
央
領
主
は
各
地
の
所
領
の
庄
園
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
自
給
的
な
家
産
経
済
体
鯛
を
つ
く
り
上
げ
て
い
た
。
こ

こ
で
は
商
品
流
通
は
年
貢
公
事
物
が
諸
国
よ
り
都
の
本
所
へ
集
中
的
に
流
れ
こ
む
求
心
的
な
領
主
的
商
品
流
通
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
十
五
世

紀
に
入
る
と
事
態
は
一
変
し
た
。
商
品
流
通
の
求
心
的
構
造
そ
れ
自
体
は
変
ら
な
か
っ
た
が
、
一
般
農
民
の
参
加
す
る
地
方
市
場
の
形
成
と
そ

れ
に
反
比
例
す
る
家
産
的
庄
園
領
主
経
済
の
瓦
壊
に
よ
っ
て
、
遠
隔
地
の
年
貢
米
は
現
地
農
民
↓
遠
隔
地
商
人
の
手
に
よ
っ
て
独
自
の
ル
ー
ト

で
京
都
の
米
場
を
支
配
す
る
洛
中
米
屋
の
も
と
に
運
び
こ
ま
れ
、
畿
内
・
近
江
の
米
（
こ
こ
で
は
年
貢
米
よ
り
加
地
子
得
分
米
の
方
が
量
的
・

質
的
に
圧
倒
し
た
こ
と
は
既
述
）
は
群
生
し
つ
つ
あ
る
農
村
米
市
場
か
ら
馬
借
－
中
小
隔
地
間
米
商
人
の
ル
ー
ト
で
や
は
り
洛
中
米
屋
の
手
に

入
る
よ
う
に
な
っ
た
。
洛
中
米
屋
め
暴
利
を
さ
け
て
中
央
領
主
が
直
接
近
郷
米
市
場
へ
買
米
に
お
も
む
く
等
の
ル
ー
ト
が
以
上
に
加
わ
っ
て
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

合
三
通
り
の
商
品
米
の
移
動
の
形
態
が
で
き
上
っ
た
。

　
以
上
か
ら
、
最
大
の
米
消
費
市
場
京
都
と
、
米
生
産
地
の
周
辺
農
村
と
が
、
庄
園
制
的
商
品
流
通
に
取
っ
て
代
っ
た
洛
中
米
屋
1
地
方
中
小

米
商
人
（
馬
借
）
一
「
農
民
」
三
三
間
の
商
品
流
通
に
よ
っ
て
新
た
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
米
消
費
地

が
殆
ん
ど
京
都
（
及
び
奈
良
）
に
限
ら
れ
る
と
い
う
き
わ
め
て
偏
っ
た
流
通
形
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
商
品
米
に
関
与
す
る
右
の
三
階
層
は
、
大

別
す
る
と
米
買
手
の
洛
中
米
屋
に
対
す
る
米
売
手
の
馬
借
及
び
「
農
民
」
の
対
立
関
係
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
　
さ
ら
に
前
述
し
た
よ
う
に

「
農
民
」
が
分
化
し
て
地
主
・
小
領
主
を
生
み
出
し
て
も
、
右
の
買
手
・
売
手
配
置
図
に
変
り
は
な
い
。
地
主
も
右
の
配
置
全
体
の
中
で
は
米
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売
手
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
米
の
買
手
と
売
手
の
力
関
係
に
よ
っ
て
、
枡
の
容
積
は
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
。
他
の
要
因
を
ひ
と
ま
ず
捨
象

し
て
考
え
る
と
、
勿
論
買
手
は
大
枡
を
求
め
売
手
は
小
枡
を
求
め
る
。
そ
こ
で
同
じ
商
業
用
の
枡
で
あ
っ
て
も
京
都
の
枡
は
大
き
く
地
方
の
枡

は
小
さ
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
地
方
農
村
で
地
主
・
小
領
主
と
農
民
が
独
自
の
地
域
的
秩
序
創
出
と
と
も
に
生
み
出
し
た
地
域
枡
が
小
さ
く
な

る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
農
村
か
ら
京
都
に
向
っ
て
流
れ
る
商
品
米
が
加
地
子
得
分
と
し
て
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
特
殊
性
に
着
目
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
。
得
分
米
の

納
め
手
は
小
さ
な
枡
を
求
め
、
取
り
手
は
大
き
な
枡
を
求
め
る
。
畿
内
・
近
江
で
は
加
地
子
得
分
を
集
積
す
る
者
と
し
て
、
村
の
地
主
だ
け
を

考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
村
外
の
高
利
貸
商
人
の
存
在
を
入
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
惣
村
内
部
に
だ
け
視
点
を
限
定
す
れ
ば
、
一
般

農
民
は
小
さ
な
枡
を
、
土
豪
・
地
主
・
小
領
主
層
は
大
き
な
収
納
枡
を
求
め
て
、
対
立
す
る
。
こ
の
側
面
は
実
際
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
加
地
子
得
分
の
流
れ
を
め
ぐ
る
惣
村
の
行
動
は
、
農
民
的
な
利
害
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
農
業
生
産
力
の
発
展
の
成
果
で
あ
る
剰

余
米
を
い
か
に
在
地
雌
蕊
村
内
部
に
確
保
す
る
か
、
い
い
か
え
る
な
ら
加
地
子
得
分
が
惣
村
外
に
流
出
す
る
の
を
い
か
に
し
て
防
ぎ
と
め
る
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
い
う
こ
と
が
一
五
世
紀
の
惣
村
の
斗
い
の
目
的
で
あ
っ
た
。
土
豪
・
地
主
層
も
か
か
る
惣
村
内
部
で
地
歩
を
築
い
た
が
故
に
、
惣
村
の
指

導
者
と
し
て
行
動
し
た
。
そ
の
政
治
的
成
果
が
土
一
揆
で
あ
り
、
国
一
揆
で
あ
っ
た
。
地
主
層
も
惣
村
の
構
成
員
と
し
て
大
局
的
に
は
得
分
米

の
取
り
手
に
対
抗
す
る
農
民
的
利
害
に
立
っ
た
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
十
六
世
紀
に
入
り
、
土
豪
の
小
領
主
化
が
進
ん
で
惣
村
が
変
質
し
た
場

合
、
あ
る
い
は
甲
賀
の
山
中
氏
の
よ
う
に
当
初
か
ら
地
頭
職
・
保
司
樹
蔭
を
所
有
し
て
い
て
領
主
的
側
面
の
強
か
っ
た
よ
う
な
場
合
は
、
単
純

に
右
の
よ
う
な
関
係
を
前
提
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
得
分
米
の
収
取
老
と
し
て
の
側
面
が
非
常
に
強
く
、
得
分
米
の
被
収
取
者
と
し
て
の

惣
村
の
団
結
自
体
が
存
立
し
難
い
場
合
が
多
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
冠
毛
に
は
、
加
地
子
得
分
の
流
れ
だ
け
に
限
る
と
、
地
主
・

小
領
主
は
大
き
な
枡
を
、
一
般
農
民
は
小
さ
な
枡
を
求
め
て
対
立
し
、
結
局
そ
の
地
域
で
は
優
越
す
る
地
主
の
大
枡
が
支
配
的
に
な
ら
な
い
と

も
限
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
で
も
、
現
実
の
地
域
枡
の
形
成
は
前
述
の
商
品
米
の
売
買
関
係
と
相
互
規
定
的
で
あ
る
。
小
領
主
が
結
局
は

惣
村
結
合
の
枠
内
の
存
在
で
し
が
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
小
領
主
が
主
導
し
て
も
地
域
枡
は
米
売
り
手
、
米
納
め
手
の
要
求
の
結
実
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⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

し
た
小
さ
な
枡
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　
以
上
の
配
置
は
少
く
と
も
米
消
費
市
場
京
都
と
直
接
結
び
つ
け
ら
れ
た
畿
内
・
近
江
の
流
通
圏
に
お
い
て
指
摘
し
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本

稿
で
素
材
を
近
江
に
限
っ
た
の
も
こ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
米
売
り
手
・
納
め
手
が
小
さ
な
枡
を
要
求
す
る
と
い
う
一
般
的
・
抽
象
的
な
傾
向

が
、
戦
国
時
代
の
近
江
に
小
さ
い
地
域
枡
の
事
実
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
農
民
的
要
求
を
体
現
し
た
地
域
的
な
秩
序
が
律
令

制
・
庄
園
制
を
通
じ
て
支
配
的
で
あ
っ
た
求
心
的
な
政
治
秩
序
に
抗
し
て
現
出
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
直
接
的
な
主
体
は
小
領
主
連
合

に
よ
る
地
域
権
力
で
あ
っ
た
。
律
令
制
以
来
、
枡
は
米
を
収
奪
す
る
貴
族
・
領
主
の
手
に
よ
っ
て
制
定
せ
ら
れ
、
彼
ら
の
利
害
を
反
映
し
て
漸

次
そ
の
容
積
を
増
大
さ
せ
て
き
た
。
中
世
末
に
至
っ
て
そ
れ
ま
で
の
政
治
の
流
れ
と
は
質
的
に
異
な
る
地
域
的
秩
序
と
権
力
が
生
ま
れ
、
そ
の

保
証
の
下
で
、
枡
に
お
い
て
も
そ
れ
ま
で
の
漸
増
の
流
れ
を
一
変
さ
せ
る
小
量
の
地
域
枡
が
京
都
以
外
の
地
を
支
配
し
た
。
京
都
の
諾
諾
で
生

ま
れ
た
大
き
な
京
の
十
合
枡
⊥
三
枡
は
、
直
接
的
に
は
米
買
手
の
洛
中
米
屋
の
利
害
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
客
観
的
に

は
京
都
を
橋
頭
堅
に
農
民
支
配
の
再
編
強
化
を
は
か
る
全
領
主
階
級
の
米
取
り
手
か
つ
米
買
手
と
し
て
の
立
場
を
反
映
し
た
の
も
の
で
あ
っ
た

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
戦
国
大
名
は
そ
の
よ
う
な
領
主
的
利
害
の
体
現
者
と
し
て
領
国
内
に
判
枡
を
制
定
し
よ
う
と
し
た
が
小
領
主
層
を
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

盤
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
そ
の
権
力
構
造
の
矛
盾
の
ゆ
え
に
成
功
し
た
例
は
少
い
。
織
豊
政
権
は
京
枡
に
よ
っ
て
こ
れ
を
実
現
し
た
。
統
一

政
権
と
一
向
一
揆
の
勝
敗
は
、
信
長
が
京
枡
を
掌
握
し
た
時
に
決
ま
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

①
黒
川
直
期
氏
「
十
五
・
十
六
世
紀
の
農
民
問
題
」
（
『
日
本
史
研
究
』
七
一
）
ほ

　
か
。
上
島
有
氏
『
京
郊
庄
園
村
落
の
研
究
』
な
ど
。

②
藤
木
久
志
「
戦
国
の
動
乱
」
（
『
講
座
日
本
史
』
三
）
徽
か
。

③
豊
田
氏
『
中
世
日
本
商
業
史
の
研
究
』
、
と
く
に
一
四
七
ペ
ー
ジ
以
下
。

④
脇
田
氏
『
日
本
中
世
商
業
発
達
史
の
研
究
』
。

⑤
永
原
慶
二
氏
「
荘
園
領
主
経
済
の
構
造
」
（
『
矯
本
経
済
史
大
系
』
二
・
中
世
）

　
等
を
参
照
。

⑥
以
上
、
軍
国
氏
前
掲
書
（
第
四
章
第
二
節
）
に
よ
る
。

⑦
黒
川
直
則
氏
前
掲
論
文
及
び
「
徳
政
｝
揆
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
日
本
史
研

　
究
』
八
八
）
。

⑧
地
主
や
小
領
主
が
｝
般
的
に
土
地
の
集
積
者
、
得
分
米
の
収
取
者
で
あ
る
と
は

　
い
っ
て
も
、
土
地
売
買
の
場
に
お
い
て
常
に
買
手
の
立
場
に
立
ち
え
た
と
は
い
え

　
な
い
。
貨
幣
経
済
に
ま
き
こ
ま
れ
た
農
村
で
の
売
買
関
係
は
非
常
に
複
雑
で
あ

　
り
、
買
手
が
他
の
局
面
で
は
同
時
に
売
手
と
な
っ
て
い
わ
ゆ
る
散
り
が
か
り
の
関

　
係
に
な
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
「
山
中
文
書
」
に
お
い
て
も
前
掲
2
表
の
よ
う
に
美

　
濃
部
・
伴
の
よ
う
な
小
領
主
が
土
地
の
売
手
と
な
っ
て
登
場
す
る
。
仙
中
氏
も
同
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様
で
あ
っ
た
ろ
う
。

⑨
地
域
枡
を
「
掃
し
う
る
よ
う
な
公
定
枡
を
つ
く
り
え
な
い
以
上
、
統
「
基
準
の

　
石
盛
を
前
提
と
す
る
石
高
舗
は
施
行
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
銭
は
幕
府
が
死
減
す

　
る
直
前
ま
で
撰
銭
令
等
で
公
定
貨
幣
の
原
則
を
主
張
し
え
た
。
中
華
帝
園
か
ら
濃

　
民
を
素
通
り
し
て
直
接
京
都
の
領
主
に
も
た
ら
さ
れ
、
上
か
ら
下
へ
及
ぼ
し
え
た

か
ら
で
あ
る
。
米
高
は
基
準
た
り
え
な
か
っ
た
が
銭
高
は
基
準
た
り
え
た
（
但
し

あ
く
ま
で
も
原
鶏
と
し
て
）
。
貫
高
制
の
問
題
は
「
枡
と
撰
銭
」
の
視
点
で
検
討

し
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
文
学
部
助
手
・
宇
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AStudy　of　Sung宋Tea　Policies

　　　　　　　By　K．　Umehara

　　Cash　revenue　from　the　monopolies，　especially　salt　and　tea，　which　had

greatly　developed　from　the　mid－T’ang，中唐together　with　commercial

taxes，　becaMe　the　most　important　sources　of　revenue　for　Chinese　dynas－

ties　from　the　Sung　onwards．　Nevertheless，　though　referred　to　as　mono－

polies，　the　policies　for　salt　and　those　for　tea　differed　considerably．　ln

this　article，　1　have　taken　up　a　number　of　questions　concerning　the　Sung

tea　monopoly．

　　To　begin　with，　while　explaining　the　various　kinds　of　tea，　1　have

discussed　in　the　first　section　the　impGrtant　role　played　by　the　Shih－san

shan．ch’an．o’十三山場ill　Huai．11an潅南and　the　six　chueh－huo－wu樒：貨務

along　the　Yangtze　to　the　mid－northern　Sung　北宋．　I　have　especially

considered　the　need　for　this　system．　ln　the　second　section，　1　have　con－

sidered　from　various　aspects　the　nature　of　the　tea　・merchants　in　the

northern　Sung．　ln　the　third　and　final　section，　focusing　on　the　late

northern　Sung　and　the　tea　regulations　ch’a－fa　t’iao－chih茶油條制from

the　reign　of　Hui－tsung徽宗，　I　have　discussed　in　solne　detaii　how　tea

made　its　way　from　the　pz－oducers　to　the　consumers．

　　From　the　study　of　these　questions，　we　can　see　that，　although　revenue

from　the　tea　monopoly　in　the　Sung　did　not　come　close　to　the　amount

co11ected　on　salt，　the　tea　monopoly　in　each　period　was　linked　to　certain

social　and　political　problems　and　in　each　period　had　a　special　character

and　importance　not　to　be　seen　in　other　periods．

Local　Measures地域枡and　Local　Authorities

　　　　　　　　　　　　　　By　S．　Murata

　　Prof．　K．　lilogetsu　has　already　studied　in　detail　on　the　various　changes

of　the　medieval　measures　in　response　to　the　rise　and　fall　of　the　manorial

system．　1　think，　however，　there　remains　a　problem　of　the　infiuence　of

the　land　system　on　the　change　of　measure　in　the　age　of　civil　wars．

　　In　case　of　Ohmi近江，　we舳d　the　local　measures　apPeared　in　many

districts　instead　of　the　measures　used　by　the　lords　of　manor　since　the

middle　of　the　fifteenth　century　and　in　the　beginning　of　the　sixteenth
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century，　some　of　these　！ocal　rneasures　came　to　be　applied　in　wider　dis－

tricts，　In　common，　they　measured　the　KOjishi－rent加地子得分and　had

smaller　capacity　than　those　of　manorial　measures．　lt　is　supposed　that

the　local　measures　drove　out　the　manorial　ones　supported　by　the　lords

of　manor，　and　gained　a　wider　usage　as　a　result　of　the　local　coalition　of

small　lords　based　upon　the　Soson惣村as　well　as　of　the　decline　of

manorial　system，　trade　of　rice　and　the　development　of　the　rural　commerce．

　　Since　the　measure　of　Ritsuryo　State王手tl［J枡，　the　average　capacity　of

the　measure　had　been　increasing．　At　the　end　of　the　medieval　ages，

however，　the　local　measures　of　decreased　capacity　ha（1　prevailed　in　the

rural　villages　and　soon　in　the　age　of　Shofeuho－Regime織豊政権the　rnost

biggest　measure　KyomasM京枡came　to　be　used　as　a　standard．　We

consider　such　a　transition　worthy　of　attention．

　　This　fa”ct　was　deeply　concerned　with　such　characteristics　of　the　age

of　civil　wars　that　the　Soson　and　the　local　country　as　a　supplier－seller　of

rice　had　established　themselves　as　an　independent　political　and　economic

or・　der　in　opposition　to　the　lords　and　Kyoto　as　are　ceiver－buyer　of　rice．

The　Reformation　Movements　in　Strasburg　：　The　Way

to　the　Magisterial　Reformation

By　K．　Tomimoto

　　Last　Year　1　attempted　to　describe　some　of　the　aspects　of　the　early

Anabaptist　Movements　in　Strasburg，　in　which　1　noticed　that　there　were

some　confrontations　between　the　magisterial　and　the　radical　lines　of　ref－

ormation．　ln　this　paper，　on　the　other　hand，　my　aim　was　to　trace　the

transition　of　the　confrontations　foir　several　years　after　the　Peasants’　War．

　　For　this　puxpose　1　have　mainly　used　the　so－called　Alsace　Documents

（Elsass　1，　Stadt　Strassburg　1522－1532，　ed．　by　Manfred　Krebs　and　Hans

Georg　Rott　in　Qecellen　car　Geschichte　der　Tdiorfer，　VII，　1957）　which　testify

that　the　reformation　on　the　magisterial　line　was　firmly　established

through　the　promulgation　of　the　first　Ratsverordnung　in　July，　1527．

Though　the　final　victory　on　the　part　of　the　magistrates　had　to　be　waited

till　the　opening　of　the　Synod　of　Strasburg　in　June，　1533，　the　soclal　forces

to　that　direction．were　already　at　work　in　152Z
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